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はじめに  

平成１８年１月２３日に匝瑳市が誕生してから早１０

年が経過いたします。 

この間、本市では、平成２０年３月に策定した匝瑳市

総合計画（基本構想・前期基本計画）に基づき、本市の

将来都市像である「海・みどり・ひとがはぐくむ 活力

あるまち 匝瑳市」をめざして様々な施策を行い、新生

匝瑳のまちづくりを進めてきました。 

一方、人口減少や少子高齢化の進行、景気低迷による

地域活力の低下など本市を取り巻く社会経済情勢は大きく変化してきております。 

このたび、中期基本計画が終了することから、これまでの取組みの成果を検証す

るとともに、社会経済情勢の変化などを踏まえ、平成２８年度から平成３１年度ま

での４か年を計画期間とする後期基本計画を策定しました。 

本計画では、本市の主要課題に対応するため、優先的に取り組むべき施策として､

「少子高齢化時代の子育て応援プラン」、「活気にあふれたにぎわい創出プラン」、

「豊かな自然を守る環境保全推進プラン」、「いざというときの安心・安全プラン」、

「課題解決に取り組む地域力向上プラン」、「持続可能な行財政運営健全化プラン」

の６つのリーディングプランを設定いたしました。 

 今後は、これらのプランを総合的に推進するとともに、マニフェストに掲げた「安

心・安全のまちづくり」、「産業振興のまちづくり」、「市民参加のまちづくり」の基

本方針に基づき、市民の皆様とともに､「住んでよかった、住み続けたい」と思わ

れる「ふるさと匝瑳市」の実現に向けて、全力を傾注してまいります。 

結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見やご提案をいただきました市民の

皆様をはじめ、市議会議員の皆様、並びに関係各位に対しまして、心から厚くお礼

を申し上げますとともに、今後ともご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ

ます。 

 

 平成２８年３月 

匝瑳市長 太田 安規 
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１ 計画の位置づけ 

 

匝瑳市総合計画・後期基本計画は、長期的な展望に立った総合的なまちづくりの方針で

ある「匝瑳市総合計画 基本構想」に基づき、将来都市像である『海・みどり・ひとがは

ぐくむ活力あるまち 匝瑳市』の計画的な実現に向けて、具体的な施策の方向を総合的かつ

体系的に示す「基本計画」です。 

平成 27年度を最終年度とする「中期基本計画」の実施状況および取組みの成果を評価し

つつ見直しを行い、新たに「後期基本計画」として策定します。 

 

［基本構想］ 

本市がめざすべき都市の将来像およびそれを実現するための施策の大

綱を明らかにするものです。平成 31年度を目標年度とする 12か年の計画

です。 

［基本計画］ 

基本構想に示した施策の大綱の具現化に必要な施策・事業を総合的・体

系的に明らかにするものです。期間は 4 か年とし、「前期」、「中期」、「後

期」に分けて策定します。 

［実施計画］ 

基本計画に定めた施策について、実施する具体的な事業内容と実施時期

を定めたものです。期間は 3か年とし、毎年度見直しを行うローリング方

式によって策定します。 

 

 

 

◆総合計画のあらまし 

総 合 計 画 

基本構想（12か年） 

前期（4か年） 中期（4か年） 後期（4か年） 

３か年（ローリング方式） 

平成 20-23年度 
（2008-2011） 

平成 24-27年度 
（2012-2015） 

平成 28-31年度 
（2016-2019） 

平成 20-31年度（2008-2019） 

基本構想 

基本計画 

実施計画 
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２ 基本構想の概要 

 

平成 20年度から平成 31年度までの 12年間を計画期間としている「基本構想」の概要は

以下のとおりです。 

 

 

（１）まちづくりの基本的視点 

本市のまちづくりに対する基本的な考え方として、以下の 4 つの視点に立ったまちづ

くりを推進していきます。 

 

視点１ 市民の暮らしを重視したまちづくり 

まちづくりの基本は、その主体である市民一人ひとりが幸せ・豊かさ・安ら

ぎを実感しながら暮らし続けることができる環境をつくることであり、そのこ

とがまちの持続的発展につながると考え、心の豊かさと暮らしやすさを大切に

考えたまちづくりを進めます。 

 

視点２ 地域の個性を生かしたまちづくり 

個性や多様性に価値観が認められる時代となった今、まちづくりにおいても、

地域の個性を見出し、育て、まちの独自性として確立していくことが地方分権

社会にふさわしいと考え、地域の個性を最大限に生かしたまちづくりを進めま

す。 

 

視点３ 市民との協働によるまちづくり 

限られた資源の中で多様化・高度化する市民ニーズに対し、きめ細かなサー

ビスを提供する手段としてのみならず、市民の力をまちづくりに生かすことそ

のものが、コミュニティを育てることにつながると考え、市民と行政との多様

な協働によるまちづくりを進めます。 

 

視点４ 総合的施策によるまちづくり 

市民の暮らしは、さまざまな要素によって形成されており、多面的な視点か

ら分野横断的に施策を組み合わせながら展開していくことが目的達成への近道

であると考え、本来の目的を見据えながら、施策の総合化による効果的かつ効

率的なまちづくりを進めます。 
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（２）将来都市像 

総合計画を推進するにあたり、めざす将来都市像を『海・みどり・ひとがはぐくむ 活

力あるまち 匝瑳市』と定め、まちづくりの基本的方向性を示すテーマとします。 

 

 

『海・みどり・ひとがはぐくむ 

    活力あるまち  匝瑳市』 
 

 

「海」は、雄大な太平洋とあらゆる分野における本市の無限の発展性を表します。 

「みどり」は、下総台地の広大な丘陵の緑と市街地を包み込む田園風景、それらが与

える安らぎと恵みを表します。 

「ひと」は、地域で生まれ育った人、他地域から移り住んできた人、さらには地域を

離れた人、本市にかかわるすべての人を表すとともに、日々の営みや生産活動、交流（ふ

れあい）、そこから生まれる温もりを表します。 

 

さんさんとした陽光の中、これらが一体となって豊かな歴史・文化を融合・調和させ

ながら、伝統産業と新しい産業を連携させて活性化を図り、さらに、生活環境や福祉の

充実を図るなど、多彩な魅力を持つ「活力あるまち」づくりを推進することを「はぐく

む」という言葉で表現しています。 
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（３）基本目標 

各分野における基本的な目標を以下のとおりとします。 

 

基本目標１  

生きがいに満ち、笑顔があふれるまちをつくる （健康・福祉・医療分野） 

すべての市民が生きがいに満ち、笑顔があふれるまちをつくるために、健康・医

療・福祉をはじめ各分野が連携しながら、地域全体で一人ひとりの状況に応じたき

め細かな支援がなされる環境づくりに努め、生涯の各段階すべてにおいて健康や生

きがいを感じ、安心して暮らすことのできるまちづくりを推進します。 

また、温暖な気候や豊かな自然、充実した拠点施設、元気な高齢者や団塊の世代

などの人材、地域の連帯感など、本市の強みである地域資源を十分活用し、はぐく

みながら、あたたかなふれあいと交流の中で高齢者や障害者などを見守り、地域で

子どもを育てるまちづくりを進めます。 

 

 

基本目標２  

活気に満ち、はつらつとしたまちをつくる （産業・経済分野） 

活気に満ち、はつらつとしたまちづくりを進めるために、各種産業の生産・経営

基盤の強化支援を図ります。 

また、農林水産業と商工業、観光業の連携を促進しながら、それぞれの産業が地

域間競争に勝ち抜く個性ある地域産業として育成・発展していくための支援の充実

に努めるとともに、首都圏や海外への好アクセス条件を生かした企業誘致などを推

進します。 

さらに、魅力ある雇用・消費の場の創出と働きやすい職場環境に努めることで労

働力の確保と消費活動の活性化につなげるなど、若者や女性、高齢者をはじめすべ

ての市民が、いきいきと労働や生産活動などに参加し続けることのできるまちづく

りを進めます。 
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基本目標３  

自然と共生し、快適で安全なまちをつくる （生活環境・都市建設分野） 

本市の誇りである九十九里海岸や里山などのかけがえのない自然と共生し、かつ

快適で安全なまちをつくるために、ごみ処理や生活排水のための基盤整備を継続的

に推進するとともに、市民一人ひとりがリサイクルや不法投棄の防止などに積極的

に取り組むための意識の醸成および市民活動支援の充実を図ります。 

また、中心市街地の活性化や公共交通機関の充実といった都市機能の強化および

都市基盤を計画的に整備することで、誰もが快適で暮らしやすく利便性の高い環境

づくりを推進するとともに、災害や交通事故、犯罪などから市民の生命と財産、子

どもの安全を守るため、関係機関の連携強化および情報共有の促進、自主活動組織

の活性化を図るなど、地域ぐるみで取り組むまちづくりを推進します。 

 

 

基本目標４  

個性豊かに学び、人々が輝くまちをつくる （教育・交流分野） 

個性豊かに学び、人々が輝くまちをつくるために、学校・地域・家庭がそれぞれ

の役割の中で連携し合いながら、さまざまな交流や体験を通して子どもたちの個性

をはぐくむ教育環境づくりに努めるとともに、本市が持つ豊かな自然環境や活動拠

点施設、経験豊かな地域の人材などを十分活用しながら、生涯を通じて学習する意

欲の向上と機会の提供を図ります。 

また、地域の歴史や伝統的文化の継承および新たな文化の創造に向けた市民活動

を積極的に支援し、世代間の交流促進と地域の個性をはぐくむ取組みを促進すると

ともに、市民一人ひとりが年齢や性別などにかかわりなく、お互いの個性と人権を

尊重し、理解し合って、その人の能力や意欲が十分発揮される環境づくりを進めま

す。 
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基本目標５  

市民と行政が協働し、市民が主役のまちをつくる （住民協働・行財政分野） 

市民が主役となるまちづくりを推進していくために、市民と行政がさまざまな媒

体や機会を通じて情報を共有し、まちづくりの問題意識と方向性を共有しながら、

市民と行政が一体となり共に考え、共に行動する体制づくりを推進するとともに、

ボランティア活動の促進や地域活動団体への支援の充実など、市民一人ひとりが地

域活動に積極的に参加できるまちづくりを推進します。 

また、市の財政状況に応じた効果的かつ効率的な行財政運営を進めることにより、

健全なまちづくりの推進と市民サービスの向上を図ります。 
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３ 人口推計 

 

計画策定の前提となる人口フレームについて、国立社会保障・人口問題研究所「日本の

地域別将来推計人口」を基に推計しました。 

本市の人口は、後期基本計画の目標年度となる平成 31 年度には概ね 35,600 人になる見

通しです。 

少子高齢化がさらに進行し、15歳未満の年少人口は平成 22年から 9年間で約 1,100人減

少する一方、65歳以上の高齢者人口は 1,300人以上増加し、高齢化率も 35％程度になるこ

とが予想されます。 

 

■人口ピラミッド 

平成 27年（推計値）                  平成 31年（推計値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■人口推計                                               

 平成 22 年（実績値） 平成 27年（推計値） 平成 31年（推計値） 

総人口 39,814人 割 合 37,424人 割 合 35,572人 割 合 

0－14歳 4,632人 11.6％ 4,004人 10.7％ 3,561人 10.0％ 

15－64歳 24,177人 60.7％ 21,498人 57.4％ 19,745人 55.5％ 

65歳以上 10,952人 27.5％ 11,922人 31.9％ 12,266人 34.5％ 

年齢不詳 53人 0.1％  

（平成 22年の実績値：国勢調査） 

（平成 27年の推計値：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」） 

（平成 31年の推計値：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」を基に推計） 

  

05001,0001,5002,000 0 500 1,000 1,500 2,000

0～ 4

5～ 9

10～14

15～19

20～24

25～29

30～34

35～39

40～44

45～49

50～54

55～59

60～64

65～69

70～74

75～79

80～84

85～

人

歳

男 女

05001,0001,5002,000

女男

0 500 1,000 1,500 2,000

0～ 4

5～ 9

10～14

15～19

20～24

25～29

30～34

35～39

40～44

45～49

50～54

55～59

60～64

65～69

70～74

75～79

80～84

85～

人

歳



10 

４ 匝瑳市の主要課題 

 

（１）人口減少・少子高齢化への対応 

平成 22 年の国勢調査と平成 27 年の推計値を比較すると、本市総人口は約 2,400 人減

少し、高齢者数は約 1,000人増加しています。高齢化率は 31.9％と県（24.7％ 平成 27

年 4 月 1 日現在）や全国平均（26.0％ 平成 26 年 10 月 1 日現在）と比べても高く、年

少人口も約 600人減少し、他の地域と比べ早いペースで少子高齢化が進行しています。 

少子高齢化がもたらす社会的影響として労働力不足による地域産業の停滞や社会保障

費の増大、家族形態の変化や子どもの教育環境などさまざまな分野での影響が考えられ、

こうした課題に対応したまちづくりを進めなければなりません。 

少子化に歯止めをかけるためにも、地域全体で子どもたちを育てるまちづくりを推進

するとともに、女性や若者が安心して働き続けることのできる場を確保していく必要が

あります。また、学校統合など、少子化に対応した教育環境づくりも大きな課題です。 

さらに、高齢者が増加することから、まちづくりへの参画を促進し、その知識と能力

が十分に生かされる場を積極的に創出していくことも重要な課題です。 

 

（２）にぎわいの創出 

産地間・国際間競争の激化、産業構造の転換が進む中、本市においては、農業従事者

の高齢化や後継者不足、農産物価格の低迷、商品販売額の伸び悩みなど、地域全体の活

気向上に有効な方策が見出せないまま、農家数の減少をはじめ、事業所や商店も減少し

ています。本市産業の維持・発展のためには、農林水産業と商工業、観光業の連携を進

めながら、首都圏、成田空港からのアクセス条件や自然・文化など地域特性を生かした

魅力ある産業振興が必要となっています。 

また、活気にあふれ、にぎわいのあるまちづくりを推進していくためには、中心市街

地の活性化や道路網の整備、公共交通機関の充実を図り、さらには観光業の活性化や各

種イベントなどを通じて地域内外の交流人口を増加させることも重要な課題となります。 

 

（３）環境の保全 

本市は、九十九里海岸の美しい海とみどり豊かな自然環境に恵まれており、最も自慢

できるものの一つであり、将来にわたって残していく必要があります。一方で、野焼き

や荒廃地の拡大、不法投棄など環境に関するさまざまな問題にも直面しており、自然環

境の保護は本市の主要な課題となっています。 

美しい自然環境を守るために、市民一人ひとりの環境保護に対する意識の醸成と積極

的な行動を促しながら、ごみの減量化・再資源化、産業廃棄物不法投棄の監視のほか、

生活排水の浄化や循環型社会をめざした環境にやさしい取組みを推進していかなければ

なりません。 
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（４）やさしく安心・安全な生活環境づくり 

東日本大震災以降、津波の脅威などに対する安全対策が求められており、近い将来発

生が懸念される大震災などによる大規模災害に備え、防災施設の整備など災害防止対策

を進めるとともに、災害発生時に被害を最小限に食い止めるための準備を地域全体で取

り組んでいく必要があります。 

さらに、高齢者や子どもなどを交通事故や犯罪などから、地域全体で守る体制の構築

が求められています。 

また、市民の多くは現在の医療体制に不安を感じています。市民病院の機能強化およ

び休日や夜間の救急医療体制の確立など、安心できる医療体制の充実が求められていま

す。 

 

（５）「地域力」の強化 

本市では、昔ながらのコミュニティを基盤とした活動や取組みがなされており、比較

的連帯感の強い地域でもあります。こうした特徴を生かし、既存施設を活用しながら、

さらなる地域活動の活性化を図るとともに、各種団体をはじめ、市民、企業などとの連

携を促進し、地域の課題に対し地域全体で取り組み、解決していくことのできるまちづ

くりを推進していく必要があります。 

また、学校と地域・家庭が連携しながら、未来を担う子どもたちを地域社会全体で育

て、見守っていく環境づくりが求められているほか、これまで継承されてきた地域文化

の一層の保存・継承なども、地域力の向上につながる取組みとして必要です。 

 

（６）行財政運営の健全化 

本市の財政状況は、市税や地方交付税の伸びに期待できない中で、扶助費や物件費な

どの経常的経費が年々増加し、厳しい財政運営を強いられていることから、財政の健全

化は喫緊の課題となっています。 

そのためにも、市税などの歳入の確保、経費の削減、事業の重点的・効率的な実施な

ど行財政改革を推進することにより、歳出を歳入に見合った規模に抑え、将来にわたっ

て持続可能な行政運営への転換を図っていかなければなりません。 

また、市民に対し、市政の積極的な情報公開や幅広い広聴活動、地域活動への参加促

進などにより、市民と行政がまちづくりの課題を共有し、協働による本市らしいまちづ

くりの手法を確立していくことがこれからの課題です。 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 章 

リーディングプラン 
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リーディングプランの位置づけ 

人口減少や少子高齢化の進行は、本市が抱える大きな課題となっており、人口の減少が

経済活動の縮小やコミュニティ機能の低下など、市民生活のさまざまな分野に大きな影響

を与えています。 

こうした人口減少に起因する深刻な行政課題に対応し、めざす将来都市像である「海・

みどり・ひとがはぐくむ 活力あるまち 匝瑳市」の実現に向けた施策を推進するにあた

り、優先的に取り組むべき施策を「リーディングプラン」として設定し、「まちづくりの

基本的視点」を踏まえた分野横断的な取組みによる効果的な施策の推進を図ります。 

  また、匝瑳市まち・ひと・しごと創生総合戦略による地方創生に向けた取組みを推進

します。 

 

 

海・みどり・ひとがはぐくむ 活力あるまち 匝瑳市 

本市の主要課題 

１ 人口減少・少子高齢化への対応  ２ にぎわいの創出  ３ 環境の保全 

４ やさしく安心・安全な生活環境づくり  ５ 「地域力」の強化 

６ 行財政運営の健全化 

リリーーデディィンンググププラランン  

まちづくりの視点 

 １ 市民の暮らしを重視 

 ２ 地域の個性を生かす 

 ３ 市民との協働 

 ４ 総合的施策の展開 

生きがいに満ち、 

   笑顔があふれるまち 

活気に満ち、 

     はつらつとしたまち 

自然と共生し、 

快適で安全なまち 

個性豊かに学び、 

 人々が輝くまち 

  市民と行政が協働し、 

   市民が主役のまち 
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プラン１ 少子高齢化時代の子育て応援プラン 

 

〇ライフスタイルの変化や女性の社会進出の増加によって、多様な子育て家庭が増えた

ことで子育てへの不安や負担も多種多様化し、子育ての孤立化を防ぐために、すべて

の親が「ひとりで子育てをしているのではない」と実感できるよう、地域や関係機関・

団体など社会全体で子育てを見守り、支援することで、子どもを地域全体の宝として

支える取組みを進めます。 

〇近年では子どもが犯罪に巻き込まれる事件も多発していることから、子どもを犯罪な

どの被害から守るための活動や、子どもを交通事故から守るための交通安全教育を推

進し、安全で安心できる環境づくりを進めます。 

〇親となる世代の経済的自立と仕事と家庭の両立支援に向け、雇用の確保と労働環境の

充実などにより、魅力ある「働く場」の創出を推進するとともに、女性だけでなく男

性も含めた働き方の見直しを進め、地域の企業、子育て支援団体などが、互いに連携・

協力し合いながらワーク・ライフ・バランスの推進に努めます。 

〇子どもたちの望ましい学習環境を整えるため、学校統合による学校規模の適正化を含

めて検討し、少子化に対応した活力ある学校づくりを進めます。 

 

 

重点施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇３-３-４ 子育てしやすい住環境の整備 

〇３-４-３ 防犯体制の強化 

〇３-４-４ 交通安全対策の充実 

 

 

〇４-１-１ 生きる力をはぐくむ豊かな学校生活の 

充実 

〇４-２-３ 青少年の健全育成 

 

個性豊かに学び、人々が輝くまち 

≪教育・交流分野≫ 

 

〇１-４-１ 子育て家庭への支援の充実 

〇１-４-２ 地域全体で子育てを支える環境づくり 

〇１-４-３ ワーク・ライフ・バランスの推進 

〇１-４-４ 母子の健康の確保と児童虐待の防止 

〇１-６-１ 福祉意識の醸成 

 

〇２-２-２ 企業立地の促進 

〇２-４-２ 就労・起業支援と雇用の創出 

 

生きがいに満ち、笑顔があふれるまち 

≪健康・福祉・医療分野≫ 

活気に満ち、はつらつとしたまち 

≪産業・経済分野≫ 

子育て応援プラン 
自然と共生し、快適で安全なまち 

≪生活環境・都市建設分野≫ 
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プラン２ 活気にあふれたにぎわい創出プラン 

 

〇今後、人口減少が見込まれる中、まちの活気を維持するために「ひと」の交流と、「し

ごと」の機会の拡充を図ります。 

〇海浜リゾート地として有名な九十九里浜をはじめ、飯高檀林跡や各種文化財のほか、

各地域に眠る観光資源を生かしたまちづくりを推進していきます。また、そうさ観光

物産センター匝りの里などを活用し、観光情報をわかりやすく発信します。 

〇本市の基幹産業である農業を軸として、地産地消の促進や６次産業化、多様な地元産

品のブランド化を進め、産業構造の再構築をすることで農商工が一体となった産業の

振興をめざします。 

〇既存の商業や工業、豊富な農業資源や自然・歴史・文化を生かした産業振興と交流促

進を行うとともに、市内外から気軽に訪れることができるよう、銚子連絡道路の延伸

に伴う道路網の整備など、アクセスしやすい道路環境づくりのほか、“散歩のまちづく

り”推進に向けたソフトやハードの整備を図り、活気にあふれたにぎわいあるまちづ

くりをめざします。 

 

 

 

重点施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇２-１-１ 生産基盤の整備と経営体制の強化 

〇２-１-２ 販路の拡大と消費者ニーズへの対応 

〇２-１-４ 「日本有数の植木のまち」の推進 

〇２-２-１ 活気ある商店街の形成 

 

〇３-２-１ 地域特性に応じた拠点の育成・整備 

〇３-２-２ 幹線道路の整備 

〇３-２-３ 公共交通機関の利用促進 

 

〇４-１-１ 生きる力をはぐくむ豊かな学校生活の 

充実 

〇４-３-２ 歴史的建造物・文化財の保全とＰＲ 

 

にぎわい創出プラン 

 

〇２-３-１ 観光資源の整備と掘り起こし 

〇２-３-２ 体験・交流プログラムの充実 

〇２-３-３ 効果的な観光情報の発信 

活気に満ち、はつらつとしたまち 

≪産業・経済分野≫ 

自然と共生し、快適で安全なまち 

≪生活環境・都市建設分野≫ 

個性豊かに学び、人々が輝くまち 

≪教育・交流分野≫ 
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プラン３ 豊かな自然を守る環境保全推進プラン 

 

〇水田や畑、雑木林、社寺林など、市民の生活と密接に関係しながら形成されてきた里

山の自然を守るため、環境保全に向けた共同活動と先進的な営農活動を図ります。 

〇侵食が進む九十九里海岸の環境保全のため、国・県など関係機関への働きかけを行い

ます。 

〇生活と歴史に密着したみどりの保全は、自然環境の保全としての観点はもちろん、市

の良好な風景を構成する要素として、うるおいのある快適環境の観点からも重要です。

市の特徴的な風景を活用した地域性あふれる景観づくりを行っていくことが求められ

ます。また、環境美化の観点からごみのポイ捨てや不法投棄がないようマナー・モラ

ルの向上を図り、清潔で美しいまちづくりをめざしていきます。 

〇歴史ある環境資源を次世代へ残していくために、私たちは持続的な発展が可能な社会

を築いていくことが必要です。ごみの発生抑制やリサイクルの推進による省資源・省

エネルギーに関する取組みを進め、資源の新たな消費を抑制し、質の高い循環型社会

を構築していきます。 

 

 

 

 

 

重点施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇２-１-５ 環境にやさしい農林水産業の推進 

〇２-３-１ 観光資源の整備と掘り起こし 

 

 

〇３-１-１ 循環型社会に向けた取組みの推進 

〇３-１-２ 環境汚染および不法投棄の防止 

〇３-１-３ 自然環境保護・環境美化活動の促進 

環境保全推進プラン 

 

〇３-１-４ 環境教育・学習の推進 

〇３-３-１ 快適で安全な都市環境の整備 

活気に満ち、はつらつとしたまち 

≪産業・経済分野≫ 

自然と共生し、快適で安全なまち 

≪生活環境・都市建設分野≫ 
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プラン４ いざというときの安心・安全プラン 

 

〇風水害や地震をはじめとする自然災害や火災、事故によるさまざまな大規模災害に関

して、平時の予防活動、災害時の応急対策および復旧活動などに努めます。 

〇災害時における市民の迅速かつ安全な避難を促すため、ハザードマップなどを活用し

た避難に関する情報の周知徹底と防災意識の向上に努めるとともに、防災無線などを

はじめとした災害情報を提供する通信施設や通信手段の充実を図ります。併せて、地

域防災力の強化を図ります。 

〇高齢者や障害者、子どもを地域ぐるみで守るために、関係機関の連携により、災害時

の援護体制や虐待などの早期発見・保護体制、子どもに対する犯罪などの見守りネッ

トワーク体制を構築していきます。また、地域の保健医療の向上と福祉の増進を包括

的に支援する「地域包括支援センター」による相談業務の充実を図るとともに、住み

慣れた地域で安心して暮らし続けていくことができる支援体制づくりを推進します。 

〇市民病院の医療従事者の確保および機能拡充に努めるとともに、診療所や周辺中核病

院との機能分担と連携強化を図るなど、安心できる医療体制の充実に努めます。 

〇通学路などへの防犯灯や街路灯の設置を推進し、日常生活圏における安全性の向上を

図ります。また、通過交通の適正誘導や狭あい道路の解消、低・未利用地の管理強化

を通して、犯罪や交通事故の未然防止に努めます。 

 

 

重点施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇１-２-３ 地域包括ケアシステムの充実 

〇１-２-７ 高齢者の虐待防止と権利擁護 

 

〇３-４-１ 防災対策の充実 

〇３-４-３ 防犯体制の強化 

 

〇４-１-４ 学校内外の安全の確保 

安心・安全プラン 

 

〇１-５-１ 匝瑳市民病院の機能強化と情報発信 

〇１-５-３ 広域医療圏における連携強化 

生きがいに満ち、笑顔があふれるまち 

≪健康・福祉・医療分野≫ 

自然と共生し、快適で安全なまち 

≪生活環境・都市建設分野≫ 

個性豊かに学び、人々が輝くまち 

≪教育・交流分野≫ 
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プラン５ 課題解決に取り組む「地域力」向上プラン 

 

〇地域コミュニティの担い手として、町内会・自治会など、伝統的なコミュニティのほ

か、ボランティア・市民活動団体やＮＰＯ法人など、特定の目的を持ったコミュニテ

ィや、事業者など、地域が一丸となって地域課題に取り組むネットワークの形成を推

進します。 

〇農林水産業、商工業、観光業の連携強化を図り、地域の持つ魅力と発展可能性を見出

し、産業振興へとつなげていく体制づくりを推進します。 

〇自主防災活動を支える人材の育成や、自主防災組織と地域のさまざまな団体との連携

を強化することにより地域防災力の強化を図るとともに、消防団および消防組合の活

動支援の充実に努め、地域の消防・救急体制の強化を図ります。また、関係機関と連

携し、地域全体での防犯活動を促進します。 

〇地域に開かれた学校をめざし、地域の人材や意見を学校教育の場に活用するとともに、

ＰＴＡ活動の活性化を図り、家庭・地域との連携体制の強化に努めます。 

 

 

 

重点施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇３-４-１ 防災対策の充実 

〇３-４-２ 消防・救急体制の強化 

〇３-４-３ 防犯体制の強化 

 

〇４-１-３ 家庭・地域との連携強化 

 

〇１-６-４ 地域福祉活動の活性化 

 

〇２-４-１ 農商工連携の促進 

 

「地域力」向上プラン 

生きがいに満ち、笑顔があふれるまち 

≪健康・福祉・医療分野≫ 

活気に満ち、はつらつとしたまち 

≪産業・経済分野≫ 

個性豊かに学び、人々が輝くまち 

≪教育・交流分野≫ 

自然と共生し、快適で安全なまち 

≪生活環境・都市建設分野≫ 
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プラン６ 持続可能な行財政運営健全化プラン 

 

〇市政に関する情報をわかりやすく提供していくとともに、市民誰もが市政に参加し、

意見交換ができる場を充実させ、透明性の高い市政運営を図ります。 

〇地域で活動するさまざまな組織との連携を図り、市民や団体、企業などが積極的にま

ちづくり活動に参加する市民協働のまちづくりを推進します。 

〇第３次行政改革大綱に基づき、財政基盤強化のための自主財源などの確保に努めると

ともに、事務事業の見直しによる事業の重点化・効率化、徹底した経費の節減を図る

ことにより、持続可能な行財政運営を推進します。 

 

 

 

 

重点施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇５-１-１ 市民に役立つ情報提供の推進 

〇５-１-２ 市民と行政との協働によるまちづくりの推進 

〇５-２-１ 歳入確保対策の推進 

〇５-２-２ 事務事業の合理化・効率化と経費節減 

行財政運営健全化プラン 
市民と行政が協働し、市民が主役のまち 

≪住民協働・行財政分野≫ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 章 

施策の展開 
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施策体系 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標１ 生きがいに満ち、笑顔があふれるまちをつくる（健康・福祉・医療分野） 

施策 1-1 健康・生きがいづくりの推進 1-1-1 健康意識の啓発と健康づくり活動の促進 
1-1-2 相談支援体制の充実 

1-1-3 予防医療の推進 
1-1-4 「食育」の推進 

施策 1-2 高齢者福祉の充実 1-2-1 活躍の場と生きがいの創出 
1-2-2 介護予防の推進と自立支援 

1-2-3 地域包括ケアシステムの充実 
1-2-4 認知症対策の推進 
1-2-5 介護保険サービスの充実 

1-2-6 介護予防・日常生活支援総合事業の充実 
1-2-7 高齢者の虐待防止と権利擁護 

施策 1-3 障害者福祉の充実 
1-3-1 生活支援サービスの充実 
1-3-2 広報・啓発の充実 

1-3-3 保健・医療との連携 
1-3-4 療育・教育体制の充実 
1-3-5 就労支援・社会参加の促進 

施策 1-4 子育て・子育ち支援の充実 1-4-1 子育て家庭への支援の充実 
1-4-2 地域全体で子育てを支える環境づくり 
1-4-3 ワーク・ライフ・バランスの推進 

1-4-4 母子の健康の確保と児童虐待の防止 

施策 1-5 医療体制の充実 1-5-1 匝瑳市民病院の機能強化と情報発信 
1-5-2 身近な医療体制の充実 
1-5-3 広域医療圏における連携強化 

基本目標２ 活気に満ち、はつらつとしたまちをつくる（産業・経済分野） 

施策 1-6 地域福祉の推進 
1-6-1 福祉意識の醸成 
1-6-2 地域の福祉課題の把握と共有  
1-6-3 避難行動要支援者の避難支援体制の構築 

1-6-4 地域福祉活動の活性化  
1-6-5 低所得者などに対する支援の充実 

施策 2-1 農林水産業の活性化 2-1-1 生産基盤の整備と経営体制の強化 
2-1-2 販路の拡大と消費者ニーズへの対応 

2-1-3 農業を通じた都市住民との交流促進 
2-1-4 「日本有数の植木のまち」の推進 
2-1-5 環境にやさしい農林水産業の推進 

施策 2-2 商工業の活性化 2-2-1 活気ある商店街の形成 

2-2-2 企業立地の促進 
2-2-3 経営基盤の強化および起業などに向けた支援の充実 

施策 2-3 観光の活性化 
2-3-1 観光資源の整備と掘り起こし 
2-3-2 体験・交流プログラムの充実 

2-3-3 効果的な観光情報の発信 

施策 2-4 産業間連携の推進と 

雇用・消費の場の創出 

2-4-1 農商工連携の促進 
2-4-2 就労・起業支援と雇用の創出 

2-4-3 安全・安心な消費生活支援 
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施策 3-2 市街地の活性化と交通網の整備 3-2-1 地域特性に応じた拠点の育成・整備  
3-2-2 幹線道路の整備  

3-2-3 公共交通機関の利用促進 

施策 3-3 住環境の整備 3-3-1 快適で安全な都市環境の整備 
3-3-2 自然・文化と調和した住環境づくりの推進  

3-3-3 安心して暮らせる住環境づくりの推進  
3-3-4 子育てしやすい住環境の整備 

施策 3-4 安心・安全な地域づくりの推進 3-4-1 防災対策の充実 
3-4-2 消防・救急体制の強化 

3-4-3 防犯体制の強化 
3-4-4 交通安全対策の充実 

基本目標４ 個性豊かに学び、人々が輝くまちをつくる（教育・交流分野） 

施策 4-1 学校教育の充実 4-1-1 生きる力をはぐくむ豊かな学校生活の充実 
4-1-2 きめ細かな指導体制と相談支援の充実 

4-1-3 家庭・地域との連携強化 
4-1-4 学校内外の安全の確保 

施策 4-2 生涯学習・生涯スポーツの推進 4-2-1 生涯学習・生涯スポーツ機会の充実 
4-2-2 生涯学習・生涯スポーツ環境の整備  

4-2-3 青少年の健全育成 

施策 4-3 地域文化の振興 4-3-1 芸術文化とふれあう機会の充実 
4-3-2 歴史的建造物・文化財の保全とＰＲ  

4-3-3 伝統文化の継承促進 

施策 4-4 コミュニティの育成と交流活動の促進 4-4-1 地域づくり活動の活性化支援 
4-4-2 コミュニティ施設の整備・活用 

4-4-3 国際交流・地域間交流の促進 

基本目標３ 自然と共生し、快適で安全なまちをつくる（生活環境・都市建設分野） 

施策 3-1 自然環境の保護と循環型社会の形成 3-1-1 循環型社会に向けた取組みの推進 
3-1-2 環境汚染および不法投棄の防止  

3-1-3 自然環境保護・環境美化活動の促進 
3-1-4 環境教育・学習の推進 

施策 4-5 男女共同参画の促進 4-5-1 男女共同参画意識の醸成と推進体制の構築 
4-5-2 誰もが能力を発揮できる地域社会づくりの推進  

4-5-3 人権侵害の防止と女性の健康支援 

基本目標５ 市民と行政が協働し、市民が主役のまちをつくる（住民協働・行財政分野） 

施策 5-1 まちづくり情報共有の推進 5-1-1 市民に役立つ情報提供の推進 

5-1-2 市民と行政との協働によるまちづくりの推進 
5-1-3 議会の活性化 

施策 5-2 行財政運営の効率化・高度化 5-2-1 歳入確保対策の推進 
5-2-2 事務事業の合理化・効率化と経費節減 

5-2-3 効率的かつ柔軟な運営体制の構築 
5-2-4 職員の資質向上の推進 
5-2-5 電子自治体の推進 

5-2-6 地方創生の推進 

施策 5-3 広域行政の推進 
5-3-1 近隣自治体との連携強化 

5-3-2 国・県との連携強化 
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基本目標１ 生きがいに満ち、笑顔があふれるまちをつくる   

（健康・福祉・医療分野） 

 

施策 1-1 健康・生きがいづくりの推進 

 

施策の方向性 

市民一人ひとりが自らの健康状態を知り、健康づくりに取り組むことができるよう、

健康に関する正しい知識の習得と健康づくりに関する意識の啓発を推進します。 

また、乳幼児から高齢者まで一貫した健康づくり・生きがいづくり活動が自主的に行

われる支援体制を整備し、すべての市民が自分に合った取組みを実践し、心身ともに充

実した暮らしを営むことができる環境づくりを推進します。 

 

施策推進の背景と課題 

日本は戦後急速な医療技術の進歩と豊富な食文化の実現

により、世界でも有数の長寿国となりました。平成 25 年に

おける男性の平均寿命は80.21歳で世界第４位、女性は86.61

歳で世界１位となっています。一方、自立した生活を送るこ

とができる期間（健康寿命）は男性で 71.19歳、女性で 74.21

歳となり、男性は平均寿命までの約 9年、女性は約 12年が、何らかの病気などにより自

立できない期間があるといわれています。 

本市においては、「健康である」と感じている市民は 8割を超えていますが、40歳代の

健康感が他の世代と比べて低くなっています。 

また、ここ数年は、悪性新生物（がん）・心疾患・脳血管疾患など、生活習慣に起因す

る疾患が死因の多くを占めるようになっています。 

できるだけ長く心身ともに健康で暮らすことができるよう、若年期からの正しい生活習

慣の習得と社会的ストレスの軽減に取り組んでいくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.21

86.61
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74.21
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男性

女性

平均寿命

健康寿命

(歳)

■健康的な生活を送れていると感じている市民の割合 

（平成 27年 市民意識調査） 

■死因別死亡数の推移 

（千葉県海匝健康福祉センター事業年報） 
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（厚生科学審議会(健康日本 21(第二次) 
推進専門委員会) 

■平均寿命と健康寿命 
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施策の展開 

1-1-1 健康意識の啓発と健康づくり活動の促進 

健康に関する正しい知識の普及と健康に対する意識啓発を図ることで、市民一人ひと

りが自分の健康に関心を持ち、地域の中で主体的な健康づくり活動の促進を図ります。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

健康教育・健康教室

の充実 

市民が健康に対する正しい知識を習得できるよ

う、ライフステージに応じた健康教育・健康教室

の充実に努めます。特に健康教育の出前講座を市

民に周知し、さまざまな団体に実施することで知

識の普及を図ります。 

健康管理課 

健康づくり啓発事業

の充実 

健康意識の醸成を図るため、医療機関や関係団体

などと連携しながら、健康づくりに関する啓発事

業の充実に努めます。 

健康管理課 

地域における健康づ

くり活動の促進 

在宅介護支援センターおよび地域包括支援セン

ターと連携しながら、各地区での自主的な健康づ

くり活動を支援します。 

健康管理課 

高齢者支援課 

保健推進員の活動支

援 

地域の健康づくり活動を担う保健推進員に対し、

活動の活性化に向けた研修機会の充実を図ると

ともに、保健推進員相互のネットワークの強化を

図ります。 

健康管理課 

 

■数値目標（現状：平成 26 年度末現在 以下同様） 

指 標 現状 目標（4年後） 

健康教育・教室参加人数 5,126 人／年 5,200 人／年 

保健推進員の研修会参加率 61.2％ 62.0％ 

 

 

1-1-2 相談支援体制の充実 

専門的な相談支援に応じることができる体制の強化を図るとともに、健康づくりの実

践に向けた情報提供の充実を図り、市民が継続的に健康づくりに取り組めるように支援

します。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

職員の専門知識の向

上 

健康相談、訪問指導、各種健康診査などにおいて

質の高い相談支援を行うため、職能別の研修など

による職員の専門知識の向上に努めます。 

健康管理課 
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取組み 取組みの概要 主管課 

個別支援体制の充実 

保健師・管理栄養士・歯科衛生士など、専門的人

材を確保し、個別支援・相談に応じることのでき

る体制の強化に努めます。 

健康管理課 

科学的根拠に基づく

健康情報の提供 

健康に対する不安解消やセルフケア能力の向上

を図るため、広報などを用いて科学的根拠に基づ

く実践しやすい健康情報の提供に努めます。 

健康管理課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

健康相談利用人数 1,377 人／年 1,400 人／年 

 

 

1-1-3 予防医療の推進 

健康診査・各種検診や保健指導の充実を図り、生活習慣病や感染症などの疾病の早期

発見・早期治療の促進と疾病の予防に努めます。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

受診しやすい健康診

査・検診の実施 

疾病の早期発見・早期治療を推進するため、より

効果的で、市民のニーズに応じた受診しやすい各

種健康診査・検診の実施に努めます。 

健康管理課 

市民課 

受診勧奨の推進 

特定健診、がん検診の受診率向上のため、クーポ

ン券の発行や節目健診および未受診者への個別

通知、受診勧奨チラシの配布などを実施します。 

健康管理課 

市民課 

きめ細かな事後指導

の推進 

通知などにより利用者増加を図りながら、自己管

理の必要性に対する認識の向上を図り、個別性を

重視したきめ細かな事後指導を推進します。 

健康管理課 

効果の高い保健指導

の実施 

国保データベースシステムによる、医療費・疾病

構造などの分析を行い、状態に応じた効果の高い

保健指導を行います。 

健康管理課 

市民課 

生活習慣の改善に向

けた取組みの推進 

生活習慣病の予防を図るため、食生活改善に向け

た取組みが実践できるような教室を開催すると

ともに、対象者の参加促進を図ります。 

健康管理課 

感染症予防の推進 

感染症を予防するため、予防接種の促進を図ると

ともに、各種感染症に関する情報提供の充実に努

めます。 

健康管理課 
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■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

メタボリックシンドローム出現率 17.5％ 14.0％ 

がん検診受診率 12.6～37.8％ 50.0％ 

特定健康診査受診率 36.4％ 65.0％ 

３歳児一般健診受診率 98.5％ 100.0％ 

健康診断を欠かさず受診している人の割合 37.3％  

 

 

1-1-4 「食育」の推進 

食の大切さを理解し、正しい食習慣の実践へ向けた継続的な啓発や情報提供、各種体

験教室などを実施します。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

家庭における食育の

推進 

食の大切さや学校給食の役割、家庭での食事の重

要性などについての啓発に努め、家庭における食

育の推進を図ります。 

学校教育課 

健康管理課 

正しい生活リズムや

バランスのとれた

「食」の推進 

市民一人ひとりが健全な食生活を実践するため、

食生活指針に基づいた食事バランスガイドなど

により、食生活の乱れを防ぎ、正しく食べること

ができるよう支援します。 

健康管理課 

産業振興課 

健康管理のための

「食」の推進 

「食」と健康が密接な関係にあることを周知する

とともに、生活習慣病などを予防するため、「食」

から始める健康が実践できるよう取り組みます。 

健康管理課 

食品の安全性や栄養

に関する情報の提供 

食品の安全性を確保するために、さまざまな媒体

を通じて情報提供を行います。また、即時性の高

い情報についても対応できるよう環境を整備し

ます。 

学校教育課 

健康管理課 

産業振興課 

食育推進のための人

材の活用と育成 

さまざまな機会において、食育の推進が計画的か

つ効果的に図られるようにするため、保健推進員

や食育ボランティアなど、食育にかかわることの

できる人材の育成を支援します。 

健康管理課 

産業振興課 
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施策 1-2 高齢者福祉の充実 

 

施策の方向性 

高齢者が地域でいきいきと元気に暮らしていくことができるよう、自らの体力や志向

に応じて自主的に活動できる場や、これまで培ってきた知識や技術、経験を生かすこと

のできる場の充実を図ります。 

また、高齢者の介護を支える専門的人材を確保しながら、需要に応じた提供体制の確

保と質の向上を図るとともに、高齢者一人ひとりのニーズの的確な把握に努め、高齢者

が安心して暮らせる環境づくりを推進します。 

 

施策推進の背景と課題 

要介護・要支援認定者数が年々増加していく中、高齢者の自立した暮らしを維持するた

めには、要介護状態への進行や重度化を防ぐとともに、できるだけ要介護状態にならない

ための介護予防の取組みが必要です。また、介護や支援が必要になっても、尊厳を保ちな

がら住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域での支え合いや事業者、福祉・医療関

係機関の連携を図るとともに、高齢化する家族介護者の負担を軽減することが求められて

います。 

一方で、人口構造の変化に対応していくためには、「元気に歳を重ねていく」ための支

援を充実させていくことが重要であり、高齢者が持つ豊富な知識や培われてきた技能を発

揮することのできるまちづくりを進めていくことが必要です。 
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施策の展開 

1-2-1 活躍の場と生きがいの創出 

これまで培われた経験や知識を生かしながら、生きがいを持って生活ができるよう、

多くの人との交流機会や就労の場の提供など、社会参加への支援を図ります。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

シルバー人材センタ

ーの運営支援 

登録者数の増加や新たな需要開拓など、シルバ

ー人材センターの運営支援を行い、長年培って

きた経験や知識、技術を生かす就業機会の確保

に努めます。 

産業振興課 

シニアクラブ活動の

活性化支援 

団塊の世代のシニアクラブへの加入促進を行う

とともに、活動の場の提供や活動費の助成、活

動の幅を広げるための支援などを行い、活動の

活性化を図ります。 

高齢者支援課 

興味や意欲に応じた

学習の場の充実 

高齢者が興味や意欲に応じて学習することがで

きる機会の充実を図るとともに、市が開催する

講座などへの参加促進を図ります。 

生涯学習課 

高齢者の知識や能力

を発揮する場の充実 

これまでの経験や生涯学習などで得た知識や技

術を地域活動に還元する取組みの充実に努めま

す。 

高齢者支援課 

生涯学習課 

「憩いの家」などの集

いの場づくりの支援 

地域と連携・協力しながら空きスペースを活用

して、高齢者が気軽に集うことができる「憩い

の家」などの集いの場づくりを支援するととも

に、運動教室「いきいき元気クラブ」を活用し、

地域での自主的な交流活動を支援します。 

高齢者支援課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

シルバー人材センター受注件数 2,317 件／年 2,500 件／年 

シニアクラブ団体数・会員数 
120団体・ 

5,999 人 

130団体・ 

6,300 人 

寿大学講座参加者数 912人／年 1,000 人／年 
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1-2-2 介護予防の推進と自立支援 

要介護状態への移行を未然に防ぎ、高齢者の自立支援を図るため、一人ひとりのニー

ズや状態に合わせた介護予防や介護サービスの提供を実施します。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

介護予防サービスの

充実と参加促進 

介護予防の地域全体への普及啓発および介護予

防が必要な高齢者の把握に努めながら、地域支

援事業および予防給付による介護予防の充実に

努めます。 

高齢者支援課 

適切な介護予防ケア

マネジメントの実施 

地域包括支援センターにおいて、介護予防や日

常生活支援に向けた適切なケアマネジメントを

実施し、関係団体と連携し、介護予防の早期取

組みの必要性の普及啓発を図ります。 

高齢者支援課 

切れ目のないサービ

ス提供の推進 

地域での自立した生活を支援するため、介護予

防と生活支援サービスの組み合わせにより、一

人ひとりの状態に合わせた総合的で多様なサー

ビス提供を行います。 

高齢者支援課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

生活支援コーディネーター配置人数  0 人 1 人 

 

 

1-2-3 地域包括ケアシステムの充実 

高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、

自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サ

ービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を推進します。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

総合相談の周知・啓発 

地域包括支援センターおよび在宅介護支援セン

ターにおいて実施している高齢者や介護家族に

対する総合的な相談の周知・啓発に努めます。 

高齢者支援課 

関係機関との連携強

化 

地域包括ケアシステム構築へ向け、地域におけ

る課題を拾い上げ、関係機関で共有し、解決に

向けて協働して取り組むことができる連携体制

のさらなる強化を図ります。 

高齢者支援課 
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取組み 取組みの概要 主管課 

一人暮らし高齢者の

見守りネットワーク

の構築 

急病や事故など緊急時に迅速かつ適切な対応が

とれるよう、地域交流による見守り活動と緊急

通報装置の利用を推進するとともに、民間事業

者との見守り協定の締結を推進し高齢者の見守

りネットワークを構築します。 

高齢者支援課 

介護家族に対する支

援の充実 

高齢者を介護している家族に対し、正しい介護

技術の普及と身体的、精神的負担の軽減を図り

ます。 

高齢者支援課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

地域包括支援センターにおける相談件数 1,276 件／年 1,300 件／年 

緊急通報装置貸与件数 108件 132件 

 

 

1-2-4 認知症対策の推進 

認知症の人が地域で安心して暮らしていくために、正しい知識の普及啓発を図り、認

知症に対する市の地域資源を体系的にまとめ、認知症の人を地域全体で支えられる体制

を整えていきます。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

認知症地域支援体制

の構築 

認知症高齢者に対応したサービスの充実や認知

症高齢者を支える専門性の高い人材の確保と併

せ、認知症に対する正しい知識や対処方法の習

得支援など、認知症の人とその家族が安心して

暮らせる地域づくりを推進します。 

高齢者支援課 

各種サービスの連携

支援 

認知症高齢者の状態に応じた適切なサービスが

提供されるよう、地域包括支援センター、認知

症疾患医療センターなどの認知症専門医療機

関、介護サービス従業者や認知症サポーターな

ど、地域において認知症の人を支援する関係者

の連携を図ります。 

高齢者支援課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

認知症サポーター登録者数 1,834 人 3,334 人 

認知症地域支援推進員配置人数 0 人 1 人 
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1-2-5 介護保険サービスの充実 

利用者のきめ細かなニーズに対応できるよう、サービス提供体制の確保および質の向

上を図り、安心してサービスが利用できる体制と仕組みづくりを推進します。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

介護支援専門員への

サポートの充実 

介護支援専門員の資質を高めるための取組みの

充実を図るとともに、相談・指導および困難事

例に対する助言などを行います。また、事例検

討会や介護保険事業者連絡会における研修会を

開催し、情報交換や技術・知識の習得の場を設

定するなどの後方支援を行い、地域の実情に合

ったケアマネジメントができる環境構築を図り

ます。 

高齢者支援課 

サービス提供基盤の

充実 

需要の高まりに応じた介護保険サービス基盤の

強化に努めるとともに、サービスの質を高める

ための支援の充実を図ります。 

高齢者支援課 

介護人材の確保 

ホームヘルパーやケアマネジャー、保健師、社

会福祉士など介護に関する専門的人材の養成お

よび資質の向上に努めます。 

高齢者支援課 

低所得者対策の充実 

誰もが安心して介護サービスを受けることがで

きるよう、社会福祉法人に対し低所得者対策の

実施を促進します。 

高齢者支援課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

特別養護老人ホーム入所待機者数 173人 143人 

 

 

1-2-6 介護予防・日常生活支援総合事業の充実 

従来の予防給付事業のうち、訪問介護・通所介護について、市が地域の実情に応じ、

市民主体の取組みを含めた多様な主体による柔軟な取組みにより、効果的かつ効率的に

サービスを提供できるようにしていきます。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

介護予防・生活支援サ

ービス事業の充実 

既存のサービスに加えて、ＮＰＯ、民間企業、

ボランティアなど地域の多様な主体を活用して

高齢者を支援し、高齢者の互助・自立を促して

いきます。 

高齢者支援課 
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取組み 取組みの概要 主管課 

一般介護予防事業の

充実 

元気高齢者と介護予防・生活支援サービス事業

対象者を分け隔てなく、住民運営の通いの場を

充実させ、人と人とのつながりを通じて参加者

や通いの場が継続的に拡大していくような地域

づくりを推進していきます。 

高齢者支援課 

 

 

1-2-7 高齢者の虐待防止と権利擁護 

高齢者虐待の実態の理解促進と関係機関との連携強化により、虐待防止および早期発

見と適切な対応に努めます。また、成年後見制度に関する相談・情報提供の充実を図り、

利用促進を図ります。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

高齢者虐待防止のた

めの意識啓発とネッ

トワークづくり 

高齢者虐待に対する正しい知識の普及や理解を

深める取組みを推進するとともに関係機関のネ

ットワークを構築し、虐待の防止および早期発

見・対応につなげます。 

高齢者支援課 

成年後見制度の周知

と利用促進 

権利擁護に関する相談窓口の充実に努めるとと

もに、成年後見制度の周知および利用促進を図

ります。 

高齢者支援課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

高齢者虐待防止ネットワークの構築 未構築 構築 

成年後見制度相談件数 21 件／年 25 件／年 
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施策 1-3 障害者福祉の充実 

 

施策の方向性 

障害のある方が家庭や地域で自立した生活を続けるために、専門的人材の確保を図り

ながら、障害者福祉サービス基盤の充実と就労や活動の場の拡大、地域で生活していく

ための必要なサービスが提供できる体制づくりを図り、障害の有無にかかわらず、すべ

ての人が自らの能力を十分発揮し、主体的に社会参加していくことのできる環境づくり

を推進します。 

 

施策推進の背景と課題 

少子高齢化が確実に進行する中、障害者自身や家族の高齢化が進んでいるほか、障害の

重度化や重複化、「ストレス社会」による精神障害者の増加など、障害者（児）を取り巻

く環境は変化してきています。また、近年では、学習障害や高機能自閉症など、身体・知

的・精神といった３障害の枠組みを越えた支援の必要性が拡大しています。 

こうした中、平成 25 年度から施行された「障害者総合支援法」の理念に基づき、障害

の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する

社会の実現を図っていく必要があります。 
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施策の展開 

1-3-1 生活支援サービスの充実 

サービス実施事業者や相談支援事業者の充実を図り、一人ひとりの状況やニーズに応

じた多面的なサービスを受けることができる体制を強化することで、生活の質の向上を

図ります。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

サービス提供事業者

の確保と質の向上 

障害の特性に応じたきめ細かなサービス提供を

図るため、サービス提供事業者との連携を強化

し、限られた社会資源の中で必要なサービスの

確保および質の向上に努めます。 

福祉課 

地域生活支援事業の

周知 

移動支援事業や日中一時支援事業など、地域生

活を支える地域生活支援事業のさらなる周知と

利用促進を図ります。 

福祉課 

地域活動支援センタ

ーの充実 

いきいきと過ごすことのできる活動の場とし

て、地域活動支援センターの受入体制の強化に

努めます。 

福祉課 

生活の場の確保 

入所施設およびグループホーム・ケアホームの

充実を図り、安心して暮らすことのできる生活

の場の確保を図ります。 

福祉課 

相談支援体制の充実

と周知 

相談窓口や相談支援事業者の充実と周知を図る

とともに、各種団体で構成している自立支援協

議会の活動の充実を図ります。 

福祉課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

地域活動支援センター事業所数・利用者数 2 か所・30人 2 か所・40人 

施設から地域へ生活の場を移行する人数 5 人 8 人 

 

 

1-3-2 広報・啓発の充実  

すべての市民がお互いに尊重し、障害に対する理解を深めていくことができるよう、

家庭や地域、学校、職場などあらゆる場や機会を通じた啓発活動を推進します。 
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■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

福祉意識の高揚と正

しい知識の普及 

広報紙やパンフレット、ホームページなどのほ

か、積極的にイベントなどに参加し、福祉意識

の高揚や障害に対する正しい知識の普及を図り

ます。 

福祉課 

交流機会の充実 

「障害者週間」をはじめ、さまざまな機会にお

いて障害を持つ人と持たない人が一緒に参加で

きるイベントの開催を支援し、障害者自立支援

協議会の活動のＰＲに努めます。 

福祉課 

福祉教育の推進 

学校教育において、ボランティア体験をはじめ

障害に対する理解を深める取組みを推進しま

す。 

福祉課 

学校教育課 

 

 

1-3-3 保健・医療との連携 

関係機関と連携し、疾病などの早期発見に努めるとともに、ライフステージや心身の

状況に応じた医療やリハビリテーションの的確な提供に努めます。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

疾病の予防・早期発見

の促進 

関係機関と連携をしながら、疾病の早期発見に

向けた取組みを推進します。特に発達支援につ

いては、匝瑳市マザーズホームなどとの連携を

促進します。 

健康管理課 

福祉課 

各種医療制度などの

周知 

誰もが適切な医療が受けられるよう、医療に対

する各種助成制度の充実および周知の徹底を図

ります。 

健康管理課 

市民病院 

福祉課 

リハビリテーション

の充実 

障害者の健康の維持・回復に向け、ライフステ

ージや心身の状況に応じたリハビリテーション

の充実を図ります。 

福祉課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

自立訓練（機能訓練）利用者数 0 人 1 人 
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1-3-4 療育・教育体制の充実 

障害のある方に対して家庭や地域が理解と認識を深めるとともに、福祉、医療、保健、

教育の各分野が連携し、一人ひとりの個性や可能性を伸ばす療育・教育の推進を図りま

す。また、障害の発見から相談・指導・支援に至るまでの一貫した療育・教育を行うた

めの相談支援体制の充実に努めます。 

 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

療育施設の充実 

障害児の健全な成長を促進するための施設・体

制の充実に努め、保護者などに対する助言・指

導など、家庭への支援の充実を図ります。 

福祉課 

障害児保育の充実 

障害児を受け入れる保育所を支援し、健常児と

の集団保育を通じて、障害児の健全な成長と健

常児の障害に対する理解促進を図ります。 

福祉課 

特別支援教育の充実 

通常の学級において、障害のある子どもを含む

すべての子どもに対して、子ども一人ひとりの

教育的ニーズに合った適切な教育的支援（イン

クルーシブ教育）を図り、障害のある児童生徒

に対する合理的配慮に向け努めます。 

学校教育課 

乳幼児期からの一貫

した相談支援の推進 

出生からの成育などを記録したライフサポート

ファイルを活用し、障害の早期発見・早期療育

から学校教育、進路指導に至るまでの一貫した

相談支援を推進するとともに、関係機関との情

報交換を進めていきます。また、巡回相談員と

して、特別支援学校コーディネーターなど、専

門的知識を持った委員の増員を図ります。 

福祉課 

学校教育課 

家庭への相談支援の

充実 

関係機関と連携しながら、保護者などの関係者

に対して助言・指導を行うなど、家庭への支援

の充実を図ります。 

福祉課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

匝瑳市マザーズホーム利用者 11 人 40 人 

障害児保育実施か所数（助成か所数） 11 か所（6か所） 11 か所（7か所） 

ライフサポートファイル配布件数 72 件 90 件 
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1-3-5 就労支援・社会参加の促進 

それぞれの障害の状況や能力、意欲に応じ、雇用・就労に向けた支援と経済的な支援

の充実を図るとともに、幅広い地域社会活動への参加を促す環境整備を推進します。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

雇用機会の拡大と定

着支援 

関係機関との連携・協力のもと、各種制度の活

用を促進しながら、雇用機会の拡大を図るとと

もに、就業後の定着に向けた指導を行います。 

福祉課 

福祉的就労の場の充

実 

一般雇用が困難な障害者の就労の場を確保する

ため障害福祉サービスによる就労支援の充実を

図るとともに、就労支援事業所や地域活動支援

センターの充実を図ります。また、一般就労へ

向けた支援の提供や工賃の向上など、さらなる

利用者ニーズを充足できる体制づくりをめざし

ます。 

福祉課 

障害者が気軽に参加

できる活動の支援 

障害者スポーツ大会や各種文化活動など、障害

のある方が多くの市民と一緒に活動できる地域

活動の構築を図ります。 

福祉課 

生涯学習課 

移動支援およびコミ

ュニケーション支援

の充実 

障害者の社会参加を促進するため、移動支援お

よびコミュニケーション支援の充実を図り、事

業の周知を徹底します。 

福祉課 

割引制度・各種手当な

どの周知 

公共交通機関や各種施設などが行う割引制度や

各種手当の周知を徹底します。 
福祉課 

生活環境の整備 
公共施設や公共交通機関をはじめ、さまざまな

場においてバリアフリー化を推進します。 
関係各課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

移動支援事業利用者数 16 人 20 人 

コミュニケーション支援事業利用者数 6 人 11 人 

福祉的就労から一般就労に移行する人数 3 人 4 人 
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施策 1-4 子育て・子育ち支援の充実 

 

施策の方向性 

地域全体で子育てに関する相互支援のための輪を広げ、共に助け合い、子育て家庭が

気軽に集まり相談できる拠点の整備・充実を推進します。 

また、専門的な人材を確保し、ひとり親家庭への支援などのほか、地域において育児

の援助を行いたい人と受けたい人のネットワークを形成して相互援助活動を行うことに

より、労働者の仕事と家庭の両立支援および児童福祉の向上をめざし、さらに安心して

仕事ができるよう環境整備を行っていきます。今後、活動の拡大を図ることを目的に、

事業の周知を図り、子育て支援の輪を市内全域に広げる取組みを推進します。 

 

施策推進の背景と課題 

女性の社会参加や就労機会の拡大などを背景に、子育てと仕事の両立を支援するため、

多様な保育ニーズが高まっています。また、核家族化の進展や地域での子どもとのかかわ

りの減少、さらには子どもに対する犯罪やいじめ問題など、子育てに不安を持つ親が増え

てきています。 

市民意識調査の結果をみると、平成 22 年の調査結果と比べて子育てしやすい環境であ

ると感じる人の割合は変化がないものの、妊産婦や乳幼児がいる世帯では、小中学生がい

る世帯と比べてその割合が低くなっており、子育て不安の解消や孤立化の防止、ワーク・

ライフ・バランスの実現など、特に小さな子どもがいる家庭への支援の充実が課題となっ

ています。 
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とても思う ある程度思う あまり思わない まったく思わない 無回答  

 

■子育てしていく上で暮らしやすい地域だと思う市民の割合 

（平成 18年、平成 22年、平成 27 市民意識調査） 
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施策の展開 

1-4-1 子育て家庭への支援の充実 

子育て家庭を支援するサービスの充実と相談支援体制の強化を図るとともに、子育て

に対する不安の解消と経済的負担の軽減に努めます。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

子育て支援サービス

の充実 

子育ての相談や親子でのふれあいによる支援環

境の充実のために、つどいの広場などの内容の

充実を図ります。 

福祉課 

保育所などにおける

子育て支援の充実 

保育所や幼稚園の預かり保育などにおいて、子

どもの健やかな成長を支えるとともに、核家族

化や共働きなどに伴う親の不安軽減を担う機

能・体制の充実を図ります。 

福祉課 

学校教育課 

子育てサークルの活

動支援 

子育てサークルなどの自主的な活動に対し、情

報提供や助言、活動の場の提供などの支援を行

い、子育ての悩みや負担の軽減に努めます。 

福祉課 

子育てに関する情報

提供 

子育てに関する情報を一元化し、インターネッ

トを有効に活用し、子育て世代の誰もが子育て

支援情報を容易に共有できる環境整備を図りま

す。 

福祉課 

健康管理課 

企画課 

ひとり親家庭への支

援の充実 

ひとり親家庭の生活の安定や経済的自立に向

け、各種制度の周知や情報提供、優先的利用な

どの配慮のほか、母子・父子自立相談員などに

よる相談支援の充実を図ります。 

福祉課 

経済的負担の軽減 

保育料や給食費の減免を引き続き行うととも

に、各種手当の支給や子どもの医療費の助成な

ど、制度の周知および利用促進を図り、経済的

負担の軽減に努めます。 

福祉課 

学校教育課 

健康管理課 

保育制度の充実 

子育て世帯の就労などを支援するため、延長保

育や土曜日保育、急な用事にも対応できる一時

保育の充実を図ります。 

福祉課 

子どもの保健対策の

充実 

乳幼児健康診査の実施、予防接種の勧奨、家庭

訪問や相談体制の充実、未熟児医療の支援など

子どもの健康づくりの充実を図ります。 

健康管理課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

つどいの広場設置か所数・利用者数 
2 か所・ 

8,661 人／年 

2 か所・ 

9,000 人／年 

子育てサークル数 1 サークル 2 サークル 
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1-4-2 地域全体で子育てを支える環境づくり  

地域資源を活用しながら、市民相互の支え合いなど、地域住民や行政が協力し合い、

子育て家庭を支える仕組みづくりを推進します。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

地域全体で子育てを

支援する仕組みづく

り 

子育てを支援したい人と支援を必要としている

人をつなぐ仕組みの構築など、地域の有する資

源を最大限に活用したファミリーサポートセン

ター事業の実施について検討します。 

福祉課 

地域における体験・交

流活動の活性化 

地域との連携・協力のもと、子どもたちが地域

でさまざまな体験・交流活動を行うことができ

るための環境づくりを支援します。 

生涯学習課 

公共施設などの有効

活用 

地区コミュニティセンターや集会所、学校、公

民館といった公共施設などを子どもや親子の交

流・学習拠点として有効活用を図ります。とり

わけ高齢者や幼児の集いの場としての活用を図

ります。 

環境生活課 

学校教育課 

生涯学習課 

児童委員・主任児童委

員の活動支援 

子育てに関する相談や見守り、児童相談所への

窓口などを担う児童委員および主任児童委員の

活動を周知するとともに、活動の活性化に向け

た支援の充実を図ります。 

福祉課 

地域における子育て

意識の醸成 

広報やホームページを活用し、地域ぐるみでの

子育て支援に対する意識の醸成を図ります。ま

た、地域住民の協力を得ながら、見守り活動の

組織づくりを進めます。 

福祉課 

 

 

1-4-3 ワーク・ライフ・バランスの推進 

仕事と生活の調和の取組みを事業所に働きかけるとともに、保護者に対しても、子育

て情報・サービスなどの提供機会を生かし、啓発に努めます。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

多様な保育サービス

の充実 

多様な就労形態や緊急時などに対応できるよう

保育サービスの充実に努め、教育と保育の機能

を併せ持つ幼保連携を図ることで、保護者の就

労支援および負担軽減を図ります。 

福祉課 

学校教育課 

病児・病後児保育の実

施体制の整備 

急な発熱など病気にかかった子どもを預かる

「病児・病後児保育」の実施について検討しま

す。 

福祉課 
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取組み 取組みの概要 主管課 

放課後の子どもの居

場所の確保 

放課後の子どもの居場所確保のため、地域の人

材と連携し、学校施設などを利用した放課後児

童クラブ・放課後子ども教室の充実を図ります。 

学校教育課 

多様な働き方の実現

に向けた取組み 

多様な働き方が実現できるよう、関係機関など

と連携を図り、多様な雇用形態の導入や育児・

介護に対する積極的な取組みを企業などに働き

かけていきます。 

産業振興課 

福祉課 

高齢者支援課 

父親の育児参加の促

進 

父親の育児参加を促進するため、両親学級の充

実および参加促進を図ります。 
健康管理課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

一時保育実施か所数 7 か所 8 か所 

病児・病後児保育実施か所数 0 か所 1 か所 

放課後児童クラブ実施か所数 11 か所 14 か所 

両親学級への父親の参加率 11.2％ 15.0％ 

 

 

1-4-4 母子の健康の確保と児童虐待の防止 

妊娠・出産における母子の健康確保に向けた支援の充実を図ります。また、児童虐待

の早期発見と適切な対応がとれる体制づくりを進めるとともに、育児不安や負担感の軽

減などのきめ細かな支援を行います。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

安全な妊娠・出産のた

めの支援の充実 

妊娠中の健康管理に対する意識啓発や正しい知

識の普及、不安解消に向けた相談・助言を行い

ます。 

健康管理課 

不安や悩みの解消に

向けた取組み 

子育てに関する不安や悩みを解消するため、健

康診査や各種相談事業など、さまざまな機会を

通じて専門家による相談・指導を行います。 

健康管理課 

孤立感の解消に向け

た取組み 

ストレスや孤立感を抱かないよう妊娠中より継

続して産後においても必要な育児情報を提供

し、個別支援も実施します。また、一時預かり

や親同士の交流の場など、保護者がリフレッシ

ュできる取組みの充実を図ります。 

福祉課 

健康管理課 
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取組み 取組みの概要 主管課 

児童虐待の早期発見

と適切な保護 

児童虐待の早期発見および適切な保護を図るた

め、関係機関による要保護児童対策地域協議会

の強化を図り、幅広い情報交換および迅速なケ

ース対応に努めます。 

福祉課 

健康管理課 

学校教育課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

こんにちは赤ちゃん訪問実施率 97.9％ 100.0％ 

要保護児童対策地域協議会開催回数 4 回／年 4 回／年 
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施策 1-5 医療体制の充実 

 

施策の方向性 

地域の中核病院である国保匝瑳市民病院の医師や看護師など医療従事者の確保、施設

や設備の充実と質の向上を図ります。 

また、広域的な医療連携および身近な医療体制として在宅医療の充実を図るとともに、

病院と診療所の連携促進および休日と夜間の救急医療体制を充実させ、市民がいつでも

安心して医療が受けられる医療体制の強化を図ります。 

 

施策推進の背景と課題 

本市では、国保匝瑳市民病院が地域の中核病院機能を担っています。医師不足の解消に

向け、千葉大学や旭中央病院との連携強化を図っていますが、特に内科医不足の状態が続

いています。また全国的にも小児医療を担う医療機関が少なく、少子化対策の観点からも

その確保が喫緊の課題となっています。 

現在の医療体制について「不安を感じている」市民が約 8 割に達し、「市民病院の機能

強化」や「救急・休日・夜間の医療体制の充実」が求められています。市民病院の医療従

事者の確保および機能拡充に努めるとともに、診療所や周辺中核病院との機能分担と医療

連携を強化していく必要があります。 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

とても不安を感じる

多少不安を感じる

あまり不安を感じない

まったく不安を感じない

無回答

問11  現在の医療体制をどう感じるか

ｎ=646

 

 
 

68.0 

57.0 

42.6 

39.6 

28.6 

24.5 

2.5 

1.5 

0% 20% 40% 60% 80%

市民病院の機能強化を図る

救急・休日・夜間医療の充実を図る

医療従事者を確保する（医師・看護師など）

医療費の負担を軽減する

地域の中核病院や診療所等の連携強化と役割分担を図る

在宅医療の充実を図る（往診・訪問看護など）

その他

無回答

ｎ=646

問12  地域の医療環境への取組みで、何が重要と考えるか

 

■地域の医療環境への取組みで重要なこと 

（平成 27年 市民意識調査） 

■現在の医療体制をどう感じているか 
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施策の展開 

1-5-1 匝瑳市民病院の機能強化と情報発信 

医師および看護師など医療従事者の確保や医療施設・設備の充実に努め、信頼度の高

い医療および十分なケアの提供を図るとともに、医療情報の発信に努めます。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

医療従事者の確保 

関係機関との連携・協力による医師、看護師な

どの積極的な確保と定着に努めるとともに、医

師をめざす者が容易に医学部に進学できるよ

う、医療従事者奨学金制度の充実を図ります。 

市民病院 

経営基盤の強化 

地方公営企業法の全部適用へ移行したことによ

り、医療ニーズに応じた医療提供による市民の

利用の促進、地域の中核病院としての機能を確

保し、経営基盤の強化に努めます。 

市民病院 

施設・設備の計画的な

整備 

経年劣化などによる施設改修および医療機器の

交換を計画的に実施し、医療の質と安全の確保

を図ります。また、施設の建て替えについては、

新公立病院改革プランの策定を踏まえ、平成 31

年度の建設着工に向けて準備に取り組みます。 

市民病院 

医療情報の発信 

各科の診療実績や現在の診療への取組体制、運

営状況や課題などを広報紙やホームページを利

用し、情報発信に努めます。 

市民病院 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

市民病院医師数 10 人 12 人 

 

 

1-5-2 身近な医療体制の充実 

身近な医療機関の確保およびかかりつけ医の普及を図るとともに、在宅診療を推進し、

包括的な地域医療サービスが受けられる体制の充実に努めます。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

小児医療体制の充実 
医師会と連携した小児医療体制の充実を図りま

す。 
健康管理課 
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■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

かかりつけ医の普及 

「かかりつけ医」の普及に努め、市民が安心し

て医療や相談ができる医療体制の構築に努めま

す。 

健康管理課 

市民病院 

高齢者支援課 

在宅医療体制の充実 

匝瑳市民病院において、訪問による診療や看護、

リハビリテーションなどの拡充を図るととも

に、医師会や市内の病院、在宅療養支援事業所

などとの連携により、在宅医療体制の充実を図

ります。 

健康管理課 

市民病院 

高齢者支援課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

在宅支援診療所か所数 10 か所  

 

 

1-5-3 広域医療圏における連携強化 

旭中央病院を核とした二次医療圏における医療機関との連携および機能分担を進め、

状態に応じた適切な医療を提供できる体制づくりに努めます。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

病診・病病連携の推進 

近隣病院、診療所が持つ機能を最大限に発揮し、

一貫性のある医療を提供するため、連携強化を

図ります。 

市民病院 

旭中央病院を拠点と

した広域医療の充実 

県の地域医療構想および新公立病院改革プラン

に基づき、旭中央病院を拠点病院とした香取海

匝医療圏における機能分担・医療連携を推進し

ます。 

市民病院 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

市民病院の患者紹介率（受入れ） 9.4％ 10.0％ 

 

 



50 

 

 

施策 1-6 地域福祉の推進  

 

施策の方向性 

民生委員・児童委員や地域包括支援センター、社会福祉協議会をはじめとした関係機

関などと連携し、地域のネットワークづくりのさらなる推進と地域課題の解決を図るとと

もに、地域福祉を支えるボランティアなど人材の確保・育成を推進します。 

また、さまざまな人々が交流できる機会および福祉教育の充実を図り、地域全体で支

え合う意識の醸成と相互理解の促進を推進します。 

 

施策推進の背景と課題 

地域社会における連帯感や相互扶助意識の希薄化を背景に、本来、地域コミュニティが

持っていた問題解決能力の低下が、全国的に問題視されています。 

市民意識調査の結果をみると、お互いに支え合っている地域だと思う人の割合が、ここ

10 年で 4.8 ポイント増加しているものの、依然としてそう思わない人の割合が高く、ま

た、ボランティアの担い手もほぼ横ばいで推移しています。地域全体で支え合う仕組みづ

くりを構築するため、いかに支援の担い手を確保していくかが課題となっています。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■お互いに支え合う雰囲気があると思う市民の割合 ■ボランティア団体数・会員数の推移 

（平成 18年、平成 22年、平成 27年市民意識調査） （県社会福祉協議会報告） 
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会員数 団体数

（人） （団体）
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27.9

31.1

34.8

55.5

50.9

49.5

9.7

10.2

10.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成18年

平成22年

平成27年

あると思う ある程度あると思う

あまりないと思う まったくないと思う

無回答
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施策の展開 

1-6-1 福祉意識の醸成 

市民相互の助け合いのもと、教育や啓発活動、体験活動などさまざまな機会を通じて、

一人ひとりの特性や違いを認め合う相互理解の促進と福祉の心の醸成を図ります。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

広報による意識啓発

の充実 

広報紙やホームページなどにおいて啓発記事を

掲載するとともに、地域福祉のリーダーを育成

し、地域全体で支える福祉意識の醸成を図りま

す。 

福祉課 

ボランティア活動へ

の参加促進 

さまざまな機会を活用してボランティア・市民

活動に関する情報提供および参加の呼びかけや

講習会などを行うとともに、施設や団体などで

の受入体制の整備を促進します。 

福祉課 

学校における福祉教

育の推進 

福祉教育研究校の実践内容を市内の全校で共有

できる仕組みを構築し、各校が地域諸団体との

連携を深め、学校教育における福祉教育・ボラ

ンティア体験の機会の充実を図る。 

福祉課 

学校教育課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

啓発記事掲載回数 13 回／年 14 回／年 

 

 

1-6-2 地域の福祉課題の把握と共有 

関係機関との連携を強化し、多様な福祉ニーズや地域課題を共有していくことで、支

援が必要な方を地域全体で支え合う仕組みづくりを推進します。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

相談体制の充実 

関係団体や地域包括支援センター、社会福祉協

議会と連携を深め、暮らしの中での不安や悩み

を気軽に相談できる身近で利用しやすい窓口の

充実を図ります。 

福祉課 

アウトリーチ活動の

活性化 

民生委員児童委員など地域の福祉を担う人材や

団体、関係機関などとも連携しながら、積極的

に地域に出向き、福祉課題の把握に努めます。 

福祉課 
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取組み 取組みの概要 主管課 

地域課題の発見支援 

懇談会やワークショップの開催など、自らの地

域における福祉課題やニーズを発見するための

きっかけづくりを支援します。 

福祉課 

地域課題の共有 

地域全体あるいは個々の生活課題などについ

て、個人情報の取扱いに留意しながら、関係機

関・団体で共有するための場づくりを推進しま

す。 

福祉課 

 

 

1-6-3 避難行動要支援者の避難支援体制の構築 

災害時の避難において援護が必要な人の情報を把握・整理するとともに、災害発生時

の迅速かつ的確な避難支援・援護体制の構築を図ります。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

地域における支援体

制の整備 

自主防災組織などの育成および指導を通じ、災

害時の情報伝達および救助や、避難行動要支援

者を支援するための体制づくりに努めます。 

総務課 

福祉課 

高齢者支援課 

避難誘導体制の構築 

避難行動要支援者を適切に避難誘導し、安否確

認を行うため、市民や自主防災組織などの協力

を得ながら平常時から、避難行動要支援者に関

する情報の把握および関係者との共有に努めま

す。 

総務課 

福祉課 

高齢者支援課 

防災知識の普及、防災

訓練の充実 

避難行動要支援者やその家族、ならびに社会福

祉施設に対し、パンフレットの配布など、広報

を充実し災害に対する基礎知識などの理解を高

めるとともに、地域の防災訓練などやコミュニ

ティへの積極的参加を呼びかけるよう努めま

す。 

総務課 

福祉課 

高齢者支援課 

福祉避難施設などの

確保 

民間の特別養護老人ホームなどの施設を福祉避

難所として指定するように努めます。 

総務課 

福祉課 

高齢者支援課 

 

 

1-6-4 地域福祉活動の活性化 

地域福祉活動を担う団体などが相互に連携しながら、地域の福祉課題の解決に向けた

取組みを推進する仕組みの構築を図ります。 
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■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

地域福祉団体の活動

支援 

地域福祉の担い手となる組織に対し、活動費の

助成および活動の場の創出などの支援の充実に

努め、活動の活性化を図ります。 

福祉課 

地域福祉を担う人材

の育成・確保 

福祉に関する専門的な知識や資質向上を図るた

めの研修の開催や活動支援の充実を図るととも

に、担い手を養成する講座などを開催し、新た

な人材の発掘・確保に努めます。 

福祉課 

コーディネート機能

の充実 

福祉課題の解決に向け、各種制度によるサービ

スのほか、支援団体などの活動につなげたり、

団体同士の連携を促したりする「コーディネー

ト機能」の充実を図るとともに、在宅の障害児

などの相談支援に取り組みます。 

福祉課 

参加しやすい活動機

会の充実 

誰もが気軽に福祉活動に参加・継続できるよう、

ボランティア・市民活動に関する情報提供など

の充実や地域における交流の場づくりを推進し

ます。 

福祉課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

ボランティア団体数・会員数 21 団体・421人 25 団体・450人 

 

 

1-6-5 低所得者などに対する支援の充実 

低所得者などの生活困窮者の状況を把握しながら適切な援護を行うとともに、就労指

導や各種相談の充実など、経済的自立に向けた支援の充実を図ります。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

生活保護の適切な運

用 

関係機関との連携のもと、生活困窮者の的確な

状況把握に努めながら、状況に応じた適正な生

活保護制度の運用を図ります。 

福祉課 

経済的自立に向けた

相談支援の充実 

各種貸付制度の紹介や就労支援員による就業支

援など、経済的自立に向けた相談支援の充実を

図ります。 

福祉課 

相談支援体制の強化 

離職や疾病、多重債務などによる生活困窮者の

方に対応するため、自立への相談支援体制の強

化を図ります。 

福祉課 
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■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

就労支援による自立件数 2 件／年 10 件／年 

 

 



55 

基本目標２  活気に満ち、はつらつとしたまちをつくる     

（産業・経済分野） 

 

施策 2-1 農林水産業の活性化  

 

施策の方向性 

農林水産業の生産性の向上および安定した経営基盤の確立に向け、生産基盤の整備や

経営規模の拡大、担い手育成および新規就業者の確保、生産法人に対する支援などを進

めます。併せて、首都圏に向けた供給地としての積極的なＰＲや地産地消の推進、イン

ターネットの利用などにより販路の拡大に努めます。特に、「日本有数の植木のまち」を

内外にアピールするとともに、技術者の育成を図り、植木産業の発展を推進します。 

また、環境にやさしい農林水産業の推進や都市住民との交流、農村環境の保全に市民

全体で取り組み、農林水産業の社会的役割の拡充と理解の促進を図ります。 

 

施策推進の背景と課題 

従事者の高齢化や後継者不足、農産物価格の低迷、加えて農外収入の減少など、農業環

境は厳しさを増していることから、新規就農者の確保や販路拡大、６次産業化や複合経営

の推進など、より一層の強い農業経営に向けた支援の充実を図るとともに、食の安全性や

環境への負荷軽減にも配慮した、人にも環境にもやさしい農業の推進を図ります。 

一方で、地域の連帯感の醸成や国土保全機能、農村景観の形成による癒しの空間の提供、

グリーン・ツーリズムをはじめとした農業体験など自然教育の場の提供などといった公益

的機能への評価が高まってきており、その役割を果たしていくための施策の推進も求めら

れています。 

 

 

農家数 戸 2,986 － 2,599 － 2,346 －

うち専業農家 戸 492 16.5% 475 18.3% 405 17.3%

経営耕地面積 a 410,638 － 385,500 － 369,300 －

田 a 280,882 68.4% 277,100 71.9% 274,900 74.4%

畑 a 81,544 19.9% 65,600 17.0% 58,700 15.9%

果樹園 a 48,212 11.7% 42,800 11.1% 35,700 9.7%

1戸当たり面積 a 137.52 - 148.33 - 157.42 -

平成12年 平成17年 平成22年

 

 

 

経営体数 42 - 39 - 41 - 36 -
個人 42 100.0% 37 94.9% 38 92.7% 33 91.7%
団体 0 0.0% 2 5.1% 3 7.3% 3 8.3%

平成15年 平成20年 平成25年平成10年

 

■農業の状況 

■漁業の状況 

（農林業センサス） 

（漁業センサス） 
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施策の展開 

2-1-1 生産基盤の整備と経営体制の強化  

農業生産基盤の整備および農漁業の経営体制の強化に向けた支援を行い、持続可能で

安定的な経営の確立を促進します。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

農業従事者の確保 

関係機関・団体と連携し、新規就農者、就農予

定者に対する研修や情報提供の支援などによ

り、農業従事者の確保を図ります。 

産業振興課 

生産基盤の整備 

品質向上および安定生産に向け、広域的防除や

用排水路、ほ場などの整備を推進するとともに、

設備投資に必要な資金の確保に対する支援の充

実を図ります。 

産業振興課 

経営の近代化・効率化

の促進 

水田の集団化など、農業経営の規模の拡大およ

び農用地などの効率的かつ総合的な利用を促進

し、農業経営の近代化・効率化の促進を図りま

す。 

産業振興課 

複合経営への取組支

援の推進 

複合経営により安定的で収益性の高い農業経営

をめざす農家などに対し、県や農協と連携を図

り、経営指導や情報提供などの支援の充実を図

ります。 

産業振興課 

６次産業化に向けた

支援 

生産から加工・流通（販売）まで一体的に行う「６

次産業化」に対し、各種制度の紹介やサポート・

研修などの情報提供などの支援を行うとともに、

農家や事業者間のネットワーク構築など、農工商

連携、農業者間連携を図ります。 

産業振興課 

飼料用米生産の取組

みの推進 

飼料用米生産の取組みを推進し、ＰＲを強化す

ることで、飼料用米作付けの拡大を図るととも

に、耕種農家と畜産農家の連携体制を構築しま

す。 

産業振興課 

漁業資源の増殖の推

進 

関係機関と協力し、広域的・長期的な漁業資源

の増殖を推進し、安定的な漁獲量の確保を図り

ます。 

産業振興課 

漁業経営の後継者づ

くり 

水産技術および漁業経営意識の向上を図り、補

助金の交付など近代的経営能力を備えた後継者

づくりに努めます。 

産業振興課 
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■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

認定農業者数 254件 280件 

認定新規就農者数 3 件 10 件 

経営体育成基盤整備（大区画）事業着手数（累計） 3 地区 3 地区 

複合経営に取り組む農家（事業体）数 141件 200件 

６次産業化に取り組む農家（事業体）数 17 件 20 件 

農地利用集積面積 344ha 804ha 

飼料用米生産面積 71.5ha 275ha 

 

 

2-1-2 販路の拡大と消費者ニーズへの対応 

新鮮な農産物の供給地として新たな販路を開拓していくとともに、食への関心の高ま

りに対応した付加価値の高い農産物を推進します。 

■取組内容 

 

 

取組み 取組みの概要 主管課 

トップセールスによ

る地元産品のＰＲと

販路の拡大 

各地で開催されるイベントを通じて、トップセ

ールスによる地元産品のＰＲと販路の拡大を図

ります。 

産業振興課 

知名度向上による新

たな販路の開拓 

関係機関と連携し、消費ニーズを的確に把握し

ながら販売イベントへの出展や広報活動の支援

などに取り組むことで知名度向上を図り、首都

圏や海外に向けた新たな販路の開拓および出荷

量の拡大を促進し、匝瑳市農産物のブランド構

築を図ります。 

産業振興課 

地産地消の推進 

ふれあいパーク八日市場などでの地元産のＰＲ

と販路の拡大を推進するとともに、学校給食で

の使用や地元農産物への愛着心の醸成、市外へ

の認知度向上や品目の増加などを図り、地産地

消を推進します。 

産業振興課 

学校教育課 

ブランド化の推進 

ブランド米「匝瑳の舞」など、付加価値の高い

農産物の生産と販路の開拓を図るため、産地と

しての人的・物的な整備など、ブランド化に向

けた研究活動に対する支援の充実を図ります。 

産業振興課 

安全・安心で環境にや

さしい農業の推進 

食に対する安全意識の高まりに対応するため、

低農薬・有機肥料栽培や「ちばエコ認証」の取

得など、安全・安心で環境にやさしい農業を推

進します。 

産業振興課 
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■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

匝瑳市産農産物などの見本市などへの出展回数 5 回／年 7 回／年 

ふれあいパーク八日市場販売額 567百万円／年 610百万円／年 

 

 

2-1-3 農業を通じた都市住民との交流促進  

体験農業や各種イベントなどを通じて、市民や都市住民と生産者との交流を促進し、

農業や農産物、農業文化などに対する理解促進を図り、農業の活性化につなげます。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

体験・交流イベントの

充実と受入体制の整

備 

関係機関と連携しながら、多様な体験・交流イ

ベントの充実と都市住民の受入体制の整備を図

ります。 

産業振興課 

体験・交流イベントの

認知度向上 

旅行業者などとの連携やインターネットの活用

などにより、都市住民に対する農業体験・交流

イベントの認知度の向上を図ります。 

産業振興課 

幅広い世代の就農・帰

農の促進 

都市部住民を対象とした情報提供や農業指導な

どの支援や、体験・交流イベントをきっかけと

して、若者からシニアまで幅広い世代の就農・

帰農を促進します。 

産業振興課 

市民農園の利用促進 

地元農業者や教育、福祉などの各分野と連携し、

市民農園を拠点とした「遊び・学び・育て・癒

し」の創出や交流づくりなど、新たな活用を図

り、利用を促進する。 

産業振興課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

農業体験・交流イベント参加者数 560人／年 700人／年 

市民農園農場数 2 か所 2 か所 

 

 

2-1-4 「日本有数の植木のまち」の推進 

「日本有数の植木のまち」として、国内外に対する販路拡大や効率的な生産に向けた

支援を行うとともに、技術者の育成を図り、植木産業の発展を推進します。 



59 

 

 

取組み 取組みの概要 主管課 

「植木のまち」のＰＲ

の推進 

日本有数の「植木のまち」として、さまざまな

機会や媒体を通じてＰＲしていき、「植木のまち

匝瑳」のイメージ普及に努めます。 

産業振興課 

輸出拡大に向けた支

援の充実 

販路の拡大および輸出量拡大を図るため、生産

者や県など関係機関と連携し、国際見本市への

出展など海外へのＰＲを推進するとともに、輸

出に適した樹種の選定や技術開発に対する支援

を行います。 

産業振興課 

労力軽減と付加価値

の高い商品づくりの

推進 

技術開発や研究について、情報収集に努め、新

技術導入などによる労力軽減と付加価値の高い

商品づくりを推進します。 

産業振興課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

輸出樹種数 9 樹種 12 樹種 

千葉県銘木 100選登録数 42 本 48 本 

 

 

2-1-5 環境にやさしい農林水産業の推進 

地域住民や都市住民などの参画により、農地や森林・水を守るための環境保全に向け

た共同活動と先進的な営農活動を図ります。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

環境保全に向けた活

動の促進 

農業者・地域住民を含めた農用地および農業施

設などの保全のための共同活動を支援する多面

的機能支払事業を推進します。 

産業振興課 

資源循環型農業の推

進 

家畜排せつ物の適正管理・堆肥の有効利用を行

う耕畜連携や、園芸用廃プラスチックの適正処

理などによる資源循環型農業を推進するため、

県や農業者との多面的な連携を図ります。 

産業振興課 

健全な森林資源の維

持増進 

周知活動やＰＲ活動を通して森林の適正な管理

を促進するとともに、健全な森林資源の維持増

進と、活動団体への支援の強化を図ります。 

産業振興課 

環境に配慮した漁業

の促進 
環境保全へ配慮した漁業を促進します。 産業振興課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

園芸用廃プラスチック回収量 29.7t／年 40.0t／年 
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施策 2-2 商工業の活性化 

 

施策の方向性 

成田空港に近接する優位性と銚子連絡道路の整備進展による利便性の向上などを生か

し、優良企業の誘致と国道１２６号沿線における良好な商業軸の形成を促進します。 

地元企業・商店については、商工会と連携を強化しながら、経営基盤の強化や設備投

資、新しい事業展開に向けた取組みに対する支援を図ります。また、市内外から集客可

能な特徴ある利便性の高い商店街の形成の促進と活性化を進めます。 

 

施策推進の背景と課題 

本市では、近年、商店数が減少し続け、従業者数も平成 16 年以降 1,200 人以上減少し

ています。商品販売額も平成 19 年を除き、減少傾向をたどっています。市内外からいか

に買い物客を呼び入れるかがポイントとなります。工業は年により一進一退がみられます

が、国際間競争の激化や産業構造の変化などを背景に厳しい状況が続いています。 

地域の特色や優位性を生かしつつ、利便性と雇用の創出をもたらす企業進出の推進と地

元企業の経営基盤の強化を支援していくことが必要です。 
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施策の展開 

2-2-1 活気ある商店街の形成  

地域の自然や歴史文化を生かしながら、市内外から多様な人々が集い楽しむことので

きる活気ある商店街の形成を推進します。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

地域交流拠点として

の商店街づくりの推

進 

地域活動と連動した交流がなされるコミュニテ

ィ拠点や、くつろぎの空間創出などの商店街づ

くりを推進します。 

産業振興課 

特色あるイベントな

どの活性化支援 

有形文化財や旧街道の面影を残す建物など、商

店街の特色や歴史を生かした取組みや、「まちな

か散策マップ」などの情報発信活動への支援を

行うとともに、新たな企画による誘客に努めま

す。 

産業振興課 

商工業団体の活動支

援 

商工会などと連携し、中小企業などに対する経

営指導や、商工業活性化事業を推進します。 
産業振興課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

市内の商店で日常生活の買い物をする市民の割合 8.7％ 20.0％ 

商店街における特色あるイベント開催回数 4 回／年 5 回／年 

 

 

2-2-2 企業立地の促進 

立地優位性の活用や誘致企業に対する支援策の充実を図ることにより、利便性の高い

商業施設や雇用の創出が期待できる優良企業の立地を積極的に促進します。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

各種優遇、支援措置の

ＰＲ 

市内での新設・増設企業に対する固定資産税の

減免や新たな優遇措置制度の創設を検討し、幅

広いＰＲなどによるきめ細かな支援を行い、新

たな立地の促進や既存企業の優良化を図りま

す。 

産業振興課 

利便性の高い新たな

立地場所の創出 

銚子連絡道路インターチェンジ予定地周辺の産

業系土地利用の可能性について調査検討を図り

ます。 

産業振興課 
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■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

奨励措置適用事業所数 5 か所 6 か所 

 

 

2-2-3 経営基盤の強化および起業などに向けた支援の充実  

既存商店・企業に対する経営支援の充実を図り、経営者の創意工夫による経営強化お

よび新分野への進出を促進するとともに、起業に向けた支援の充実を図ります。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

資金融資の充実 

中小企業の経営基盤の強化と健全な経営発展を

図るため、金融機関と連携し、低利で利用でき

る融資および利子補給制度の充実を図ります。 

産業振興課 

経営相談員による相

談指導 

関係機関と連携しながら、経営相談員による経

営相談指導や講習会、研修などを支援し、地元

商店・企業の創意工夫ある経営や人材育成、起

業を促進します。 

産業振興課 

起業支援の充実 

起業資金融資について、制度の導入を検討する

とともに、起業におけるノウハウ支援の充実を

図ります。 

産業振興課 

中小企業組合の設立

の推進 

中小企業同士や個人による中小企業組合の設立

を推進し、経営の効率化や資金調達の円滑化を

図ります。 

産業振興課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

融資および利子補給制度利用件数 237件 250件 

経営相談指導件数 1,902 件／年 2,500 件／年 

中小企業組合の設立件数 0 件／年 2 件／年 
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施策 2-3 観光の活性化 

 

施策の方向性 

九十九里海岸をはじめ、地域の魅力ある観光資源の整備を図り、年間を通じた日帰り

型観光を推進するとともに、宿泊施設および他産業との連携を強化し、海とみどりを活

用した滞在型観光を促進します。 

また、祇園祭など多くの祭りや伝統行事、歴史的建造物、ふれあいパーク八日市場、

そうさ観光物産センター匝りの里などの地域の貴重な資源を最大限に利活用し、都市住

民との交流の活性化を図ります。 

 

施策推進の背景と課題 

観光に対する志向が従来のパッケージツアー型から個人手配型に変化していくと同時

に、個性ある地域づくりによる観光振興が各地で行われており、地域間における競争も激

しくなっています。 

本市には九十九里海岸や魅力ある里山などの自然や、祇園祭をはじめ多くの伝統行事、

歴史的建造物や仏画など貴重な文化的観光資源があります。産業間や近隣自治体、各種団

体などの連携を促進しながら、こうした本市の自然や歴史文化資源の魅力をさまざまなか

たちで広めていくことが重要です。 
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問13-1 自慢したい内容

 

選択肢 前 回 今 回 変 化 

自然の豊かさや風景の美しさ 50.3％ 57.3％ 7.0％ 

住んでいる人の人柄や人情 26.3％ 28.5％ 2.2％ 

祭りや風習、伝統文化 70.8％ 65.1％ -5.7％ 

地元の産業 13.1％ 16.7％ 3.6％ 

生活のしやすさや利便性 6.4％ 12.1％ 5.7％ 

その他 4.0％ 5.0％ 1.0％ 

 

■匝瑳市について、他の市町村に自慢したいこと 

（平成 22年、平成 27年 市民意識調査） 
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施策の展開 

2-3-1 観光資源の整備と掘り起こし 

豊かな自然や文化財、既存施設の活用などを図るとともに、地域の新たな魅力を見出

し、観光資源化していくことで、年間を通して集客力のある地域づくりを進めます。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

九十九里海岸を活用

した観光資源の整備 

九十九里海岸全体を活用した観光資源の整備を

推進し海の魅力の創造に努め、市内外からの観

光客のさらなる集客を図ります。 

産業振興課 

九十九里海岸の侵食

対策への働きかけ 

本市の貴重な観光資源である九十九里海岸の侵

食対策について、国・県など関係機関への働き

かけを行います。 

建設課 

歴史的文化財の観光

資源化の推進 

飯高檀林跡をはじめ、歴史的建造物や遺産など

の文化財および周辺環境の整備を推進し、観光

資源としての魅力および集客力の向上を図りま

す。 

産業振興課 

生涯学習課 

まちの歴史や新たな

魅力発見に向けた取

組みの推進 

市民によるまちの歴史や新たな魅力発見のため

のイベント・キャンペーンを開催し、観光資源

や特産品の開発、地域文化の継承などにつなげ

る取組みを推進します。 

産業振興課 

生涯学習課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

歴史的建造物などを活用したイベント開催件数 2 回／年 3 回／年 

 

 

2-3-2 体験・交流プログラムの充実 

産業間の連携を図りながら、地域産業や伝統工芸、郷土芸能などの体験やさまざまな

交流イベントへの参加を気軽に楽しめるプログラムの充実を図ります。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

グリーン・ツーリズム

の推進 

都市と農村の交流を促進すべく、関係団体との

ネットワーク化を図り、「ふれあいパーク八日市

場」を核とした各種イベントの充実に努め、グ

リーン・ツーリズムの拠点施設としての機能強

化を図ります。 

産業振興課 
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取組み 取組みの概要 主管課 

ブルー・ツーリズムの

推進 

民宿などと連携・協力しながら受入体制を整備

するとともに、各種体験プログラムの開発を行

い、魅力あるブルー・ツーリズムを推進します。 

産業振興課 

伝統文化を活用した

観光振興の推進 

市民が参加できる各種祭りや伝統行事について
観光客への効果的な情報提供に努めるとともに
宿泊施設との連携を図り、各種イベントを活用
した観光振興の展開を図ります。 

産業振興課 

協働による観光振興

の推進 

市民や地域団体、事業者はもとより本市を訪れ

る観光客の意見を取り入れ、共に参画する観光

振興を推進します。 

産業振興課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

祭りや風習・伝統文化などを他の市町村に自慢したい市民

の割合 
65.1％ 75.0％ 
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2-3-3 効果的な観光情報の発信  

観光資源や各種イベント、おすすめルートや交通情報など、本市の魅力を楽しむため

の各種情報をさまざまな媒体を通してわかりやすく発信します。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

散歩のまちのＰＲ 

ハイキングの実施や観光ガイドブックによるお

すすめルートなどをＰＲし、散歩のまちのイメ

ージ定着を図る。 

産業振興課 

観光客の視点に立っ

た情報発信 

観光ガイドブックなど各種媒体を用いた効果的

な観光情報の発信と併せ、観光客が容易に市内

の観光情報を入手できるよう、そうさ観光物産
センター匝りの里の活用を図ります。 

産業振興課 

観光ガイドの育成・活

用 

観光ガイドの育成を図り、本市の魅力をわかり
やすく紹介するとともに、人と人との交流を創
出することで、リピート客の確保に努めます。 

産業振興課 

フィルムコミッショ

ン活動の充実 

商店街や公園など、さらなる撮影場所の提供を

行い、映像でＰＲできるフィルムコミッション

などの活動を充実させることで、市のイメージ

アップを図ります。 

産業振興課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

おすすめルート設定数 4 ルート 10 ルート 

匝瑳市をロケ地とする映画・番組数 7 本／年 10 本／年 
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施策 2-4 産業間連携の推進と雇用・消費の場の創出 

 

施策の方向性 

農林水産業と商工業、観光の各分野および企業間を越えた連携強化を図り、地域の貴

重な資源の活用や特産品の開発などにより、これまではぐくまれてきた産業基盤をさら

に高付加価値化し、新たな地域の魅力を創出していくための取組みを推進します。 

また、少子高齢化や核家族化の進展、環境問題など、地域の新たな課題に対応する企

業などの進出支援やＮＰＯ法人などによる経済活動を促進し、地域課題に向けた取組み

の推進と新たな雇用の創出を図ります。 

 

施策推進の背景と課題 

産地間競争が激しい今日、地域の競争力を高めていくためには、農林水産業、商工業、

観光業の枠組みを越え、一丸となって地域の独自性を創出していくことが必要であり、そ

のためには、各産業が連携し、情報共有しながら、さらなる相乗効果を生み出していくこ

とができる横断的体制の構築が急務となっています。 

また、少子高齢化が進む本市にとっては、若者の雇用の場の創出や高齢者などの安心・

安全な消費生活の視点から産業振興を図っていくことが必要です。 
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優良企業等の進出により地元での雇用拡大を図る

福祉や環境といった新しい分野での雇用・起業を支援する

求職者と求人事業者の紹介・あっせんを支援する

雇用に積極的な企業に対する経済的支援を行う

事業者に対する職場環境の改善に向けた啓発、指導を行う

公共事業等の拡大と地元事業者への発注を推進する

その他

無回答

ｎ=646

問21  市の雇用対策として、何が重要と考えるか

 

 

 

■市の雇用対策として重要なこと 

（平成 27年 市民意識調査） 
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施策の展開 

2-4-1 農商工連携の促進 

農林水産業、商工業、観光業の連携を強化し、情報共有しながら、地域の持つ魅力と

発展可能性を見出し、産業振興へとつなげていく体制づくりを推進します。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

農商工連携に関する

情報提供 

ＪＡや商工会などによる農商工連携や６次産業

化に関する事例紹介などの情報提供や事業マッ

チングなどを推進します。 

産業振興課 

自主的な連携活動に

対する支援 

業種を越えた情報交換会・研究会などの発足を

支援し、経営者の意識啓発および経営強化を図

るとともに、地域住民、市民団体などの起業を

促進するなど新たな地域産業の創出を図りま

す。 

産業振興課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

地域各種団体の連携による研究会 1 研究会 2 研究会 

 

 

2-4-2 就労・起業支援と雇用の創出 

多くの雇用を生み出す優良企業の進出促進および起業支援の充実を図るとともに、求

職者と雇用者のマッチング環境の整備など、魅力ある労働市場の創出を図ります。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

優良企業に対する優

遇措置の検討 

多くの雇用を創出し、仕事と家庭の両立支援に

積極的に取り組む優良企業に対する優遇措置を

検討します。 

産業振興課 

起業支援の充実 

起業資金融資について、制度の導入を検討する

とともに、起業におけるノウハウ支援の充実を

図ります。 

産業振興課 

雇用情報の提供とマ

ッチング支援の充実 

企業の経営状況・雇用状況を把握し、関係機関

と連携しながら、就業セミナーの開催やきめ細

かな雇用情報の提供に努めるとともに、求人コ

ーナーでのパソコン閲覧を可能にするなど、求

人と求職者のマッチングを支援し、市内での就

業を促進します。 

産業振興課 
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2-4-3 安全・安心な消費生活支援 

誰もが安心して消費生活を送ることができるよう、消費に関する情報提供および相談

体制の充実を図ります。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

消費生活に関する情

報提供の充実 

関係機関と連携し、安全・安心な消費生活を脅

かす事案などについて、迅速な情報提供に努め

ます。 

産業振興課 

消費生活相談員によ

る相談の充実 

消費生活に関する相談窓口の周知を図るととも

に、消費生活相談員の確保および専門性の向上

を図り、相談事業の充実に努めます。 

産業振興課 

高齢者などの買い物

支援 

関係機関および流通事業者と連携しながら、日

常生活における買い物が困難な高齢者などに対

する宅配や移動販売などの買い物支援を促進し

ます。 

高齢者支援課 

産業振興課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

消費生活相談員数 3 人／週 4 人／週 
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基本目標３  自然と共生し、快適で安全なまちをつくる     

（生活環境・都市建設分野） 

 

施策 3-1 自然環境の保護と循環型社会の形成  

 

施策の方向性 

自然環境の大切さや問題意識を市全体で共有しながら、ごみの減量化、再資源化に向

けた取組みの推進と美化活動の促進、環境への負荷を抑制する処理体制の強化を図りま

す。併せて、課題となっている廃棄物の不法投棄に対する監視体制の強化、公害の防止

に向けた取組みなどを推進します。 

 

施策推進の背景と課題 

地球温暖化をはじめ環境保護の問題は全世界で取り組むべき課題となっており、国民の

環境意識も高まってきています。市民意識調査の結果をみても、環境に配慮した行動をと

っている人の割合が年々増加しています。さらに、東日本大震災に起因する電力不足によ

り、市民の省エネルギーに対する意識とライフスタイルの見直しが促され、低炭素社会の

実現に向けた意識付けが定着してきています。 

今後も一人ひとりの意識向上と具体的な行動を促しながら、自然環境の保護および環境

負荷の軽減に向け、市民・事業者・行政が一体となって計画的に取り組んでいくことが必

要です。 
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■環境に配慮した行動を行っているか ■ごみ処理の状況 

（平成 18年、平成 22年 、平成 27市民意識調査） （匝瑳市ほか二町環境衛生組合） 
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施策の展開 

3-1-1 循環型社会に向けた取組みの推進 

資源循環型社会に向け、市民や事業者に対し具体的な行動を促すとともに、環境負荷

の少ない技術などの導入や設備整備を計画的に推進します。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

ごみの発生抑制と資

源化の推進 

分別収集の促進や生ごみの減量化、３Ｒ運動の

展開など、ごみの減少化・再資源化に向けた取

組みの促進を図ります。 

環境生活課 

廃棄物の広域処理の

推進 

一般廃棄物の処理能力向上および処理コストの

低減を図るため、広域ごみ処理施設の整備など

広域処理のさらなる推進へ向けて、焼却施設建

設予定地である銚子市野尻町および最終処分場

建設候補地である銚子市森戸町の環境アセスメ

ントや測量・地質調査を進めていきます。また、

中継施設の先進地視察や構成 3 市の負担金割合

の協議など、平成 33年度の稼働開始をめざした

具体的な検討・調整を進めていきます。 

環境生活課 

省エネルギー対策の

推進 

公共施設や家庭・事業所などにおいてエネルギ

ー効率の高い機器の導入を促進するとともに、

クールビズやウォームビズなど、なるべくエネ

ルギーを使わない取組みの促進を図ります。 

環境生活課 

再生可能エネルギー

利用の促進 

太陽光発電や太陽熱利用など、再生可能な自然

エネルギーについて、公共施設での導入や家

庭・事業所における設置促進を図ります。 

環境生活課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

ごみリサイクル率 18.4％ 20.0％ 
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3-1-2 環境汚染および不法投棄の防止  

環境に関する法令の遵守の普及啓発や徹底を図りながら、環境に負荷を与える物質の

発生抑制および適正処理の促進と不法投棄の防止を図ります。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

排気ガス抑制に向け

た取組みの推進 

公共交通機関や自転車、低公害車の利用、アイ

ドリングストップの普及など、広報やホームペ

ージなどを活用して、排気ガス抑制に向けた取

組みを推進します。 

環境生活課 

水質環境の保全 

合併処理浄化槽の設置促進、排水の適正処理や

植物による自然浄化機能の回復を図るなど、水

質環境の保全に向けた取組みを促進します。 

環境生活課 

有害化学物質対策の

推進 

野焼き防止の徹底や適正な廃棄物処理の推進な

どにより、ダイオキシン類などの有害化学物質

の発生抑制を図ります。 

環境生活課 

不法投棄の防止 

廃棄物などの不法投棄に対する監視体制の強化

やポイ捨てに対する意識啓発に取り組み、ごみ

の不法投棄の防止を図ります。 

環境生活課 

騒音・振動の防止 
事業所や市民への意識啓発などにより騒音・振

動などの抑制を図ります。 
環境生活課 

法令遵守の徹底 

関係機関と連携し、事業所に対し、公害の防止

や規制などに関する法令の遵守について指導の

徹底を図ります。 

環境生活課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

合併処理浄化槽人口 16,761 人 17,463 人 

大気中ダイオキシン濃度 

0.033 

pg-TEQ/㎥ 

（椿海公園） 

0.023 pg-TEQ/㎥ 

（野栄総合支所） 

 

公共用水域（河川）BOD濃度目標達成地点数 10 地点 
調査地点の半数
以上（8地点） 

公共用水域（湖沼）COD濃度目標達成地点数 0 地点 
調査地点の半数
以上（3地点） 

不法投棄量 11,180kg／年  
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3-1-3 自然環境保護・環境美化活動の促進 

本市の貴重な自然を保護するための対策を推進するとともに、自然を大切にし、きれ

いな環境を保全するための意識啓発および自主的な活動の促進を図ります。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

野生動植物の保護 

貴重な野生動植物、海岸砂丘植物に関する調査

研究の推進や保護に向けた意識啓発を図るとと

もに、環境に大きな影響を及ぼす恐れのある事

業は、野生動植物への影響に関する調査を行い、

適切な保全対策を促進します。 

環境生活課 

環境美化活動の活性

化 

広報などにより環境美化活動への参加を促進す

るとともに、環境美化活動団体に対する支援を

充実させ、活動の活性化を図ります。 

環境生活課 

自然を大切にする意

識の醸成 

国や県、市民団体と連携して、野山や海岸での

自然観察会などを通じて自然に関する知識の普

及と自然を大切にする意識の醸成を図ります。 

環境生活課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

環境美化活動への参加人数 延べ 9,205人／年 延べ 10,200 人／年 

 

 

3-1-4 環境教育・学習の推進 

学校教育や生涯学習において、環境に関する教育・学習機会の充実を図り、環境保全

や循環型社会に対する意識の醸成と具体的な実践方法の普及を図ります。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

学校教育などにおけ

る環境学習の充実 

本市の自然環境を生かしながら、学校教育や「こ

どもエコクラブ」などにおいて、児童生徒の環

境学習の具体的な取組みの充実を図ります。 

環境生活課 

学校教育課 

循環型社会に対する

意識の醸成 

生涯学習や各種イベントなどにおいて、循環型

社会の形成に関する学習機会の充実を図り、市

民の意識の醸成と具体的な実践を促進します。 

環境生活課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

こどもエコクラブ登録団体数 0 団体 2 団体 
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施策 3-2 市街地の活性化と交通網の整備 

 

施策の方向性 

関係機関、団体および企業などと連携しながら、国道１２６号沿線に商業・業務施設

の集積促進と、都市計画マスタープランに基づくまちづくりを推進し、地域の顔となる

市街地の活性化を推進します。 

また、銚子連絡道路を核とした広域交通網および市内幹線道路の整備を計画的に推進

するとともに、公共交通機関の利用促進を図り、人々が行き交い、にぎわいのある都市

の形成を推進します。 

 

施策推進の背景と課題 

近年、多くの都市で中心市街地の衰退・空洞化が深刻化しており、本市においても例外

ではありません。市民意識調査の結果をみても、平成 18 年の調査結果と比べて商業施設

や公共交通機関など都市機能の充実を求める割合が大幅に増加しており、平成 18 年から

10ポイント以上の増加がみられます。 

課題として、国道１２６号沿線において、さらなる商業・業務施設などの集積を進め、既

存商店街との連携を図り、本市にふさわしい機能を備えた特色ある中心市街地づくりを推

進していく必要があります。 
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（平成 18年、平成 22年、平成 27年 市民意識調査） 

■あなたにとって住みやすい環境とは 
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施策の展開 

3-2-1 地域特性に応じた拠点の育成・整備 

地域の特性に応じた適正な土地利用の誘導を図り、特色ある拠点の育成・整備を推進

します。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

都市交流拠点の形成 

都市計画マスタープランに基づくまちづくりを

推進し、地域特性に応じた魅力ある交流拠点の

形成を図ります。 

都市整備課 

魅力ある商業空間の

形成 

国道１２６号沿線において、さらなる商業・業

務施設などの集積を図り、既存商店街との連携

を図りながら、魅力ある商業空間の形成を促進

するため、企業向けに本市の魅力を発信してい

きます。 

産業振興課 

良好な工業環境の整

備 

銚子連絡道路や主要地方道八日市場野栄線の整

備による交通条件を生かし、良好な工業環境の

整備とさらなる立地誘導を図ります。 

産業振興課 

観光拠点の育成・整備 

観光の拠点となる飯高檀林跡周辺および九十九

里海岸沿線などの観光資源の整備を図るととも

に、新たな海岸線の魅力を創出します。 

産業振興課 

 

 

3-2-2 幹線道路の整備 

都市間交流の基盤として、県と連携しながら、首都圏や周辺地域と本市とを結ぶ幹線

道路の計画的な整備を促進し、自動車交通の円滑化と利便性の向上を図ります。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

銚子連絡道路の整備

促進 

国道１２６号の渋滞緩和や首都圏とのアクセス

向上のため、銚子連絡道路の整備を促進します。 

建設課 

都市整備課 

企画課 

主要地方道などの整

備促進 

周辺都市と本市を連絡する幹線道路の整備を促

進し、都市間の交流や連携の強化を図ります。 
建設課 

市内幹線道路の整備 

都市計画道路や市道など拠点間や地域間を連絡

する道路の効率的な整備を図るとともに、長期

間未整備な状況にある一部都市計画道路につい

ては、必要に応じて路線の見直しを行います。 

都市整備課 

建設課 
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■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

都市計画道路整備率 26.4％ 27.0％ 

 

 

3-2-3 公共交通機関の利用促進 

広域公共交通の充実を図り、本市への行き来の利便性を高めるとともに、公共交通機

関の利用促進を図ります。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

広域公共交通の充実 

ＪＲ総武本線や高速バス路線の増便や新設、運

行ダイヤの改善などについて、引き続き民間事

業者などに要請していきます。 

環境生活課 

企画課 

生活交通の利用促進 

路線バスの維持や市内循環バスの利便性の向上

に努めるとともに、高齢者の生活の足を確保す

るための地域交通利用料助成制度の周知に努

め、公共交通機関の利用促進を図ります。 

環境生活課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

市内循環バス利用者数 57,513 人／年 60,000 人／年 

ＪＲ八日市場駅乗車人数 1,976 人／日 1,990 人／日 
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施策 3-3 住環境の整備 

 

施策の方向性 

公園や生活道路など都市基盤の計画的な整備を推進するとともに、市内に点在する歴

史的建造物およびみどり豊かな里山や美しい海岸を保全し、利便性と安らぎを兼ね備え

た快適な住環境づくりを推進します。 

また、誰もが安心・安全に暮らしていくことのできる公共空間および居住空間の整備

を図るとともに、空き家対策を総合的に推進します。 

 

施策推進の背景と課題 

本市には公園やレクリエーション施設などが整備され、広く市民に利用されています。

また、道路や水道、情報通信設備など、快適な都市生活に欠かせない基盤の整備が進めら

れており、今後も市民の理解を得ながら、関係機関との連携・協力のもと計画的な整備の

推進が必要です。 

住みよい住環境については、年代や地域性、価値観などによって多様な意向があること

から、調和のとれたバランスのよいまちづくりを推進していく必要があります。 
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施策の展開 

3-3-1 快適で安全な都市環境の整備  

快適で安全な生活に欠かせない都市基盤を計画的に整備するとともに、市民の理解を

得ながら協働による都市環境づくりを推進します。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

良質な水の安定供給 

八匝水道企業団からの低廉で良質な水の安定供

給を図るとともに、施設の整備や更新、経営健

全化を促進し、上水道普及率の向上を推進しま

す。 

環境生活課 

適切な汚水・雨水処理

の推進 

合併処理浄化槽の設置を促進し、公共用水域の

水質改善と生活環境の改善に努めるとともに、

都市下水路の維持管理や排水路整備を推進し、

浸水被害の防止に努めます。 

環境生活課 

建設課 

都市整備課 

公園・緑地の維持管理

と長寿命化 

市民の憩いの場とともに、防災やレクリエーシ

ョンなど多様な機能を有する空間として、公園

や緑地の適正な維持管理と長寿命化を図りま

す。 

都市整備課 

安全・快適な生活道路

の整備 

生活道路の安全で快適な利用に向け、市全体の

危険箇所の把握に努め、危険性の高い箇所から、

計画的な舗装、改良の推進と適切な維持・補修

に努めます。 

建設課 

協 働 に よ る 施 設整

備・管理の推進 

市民との協働により地区計画などのまちづくり

のルールを定め、計画的な整備・管理を促進し

ます。 

都市整備課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

上水道普及率 85.7％  

市道改良率・舗装率 56.6％・74.1％ 57.0％・75.0％ 

 

 

3-3-2 自然・文化と調和した住環境づくりの推進 

豊かな自然や歴史的建造物などを保全しながら、景観に対する市民意識の醸成を図り、

市全体で調和のとれた公共空間の整備と美しい景観の形成に努めます。 
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■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

特性を生かしたまち

並みづくりの推進 

市街地や集落地、幹線道路や旧国道沿いなど、

それぞれの特性を生かした調和のとれたまち並

みづくりを推進します。 

都市整備課 

歴史・文化景観の保全 

飯高寺周辺や旧国道沿いなどの歴史的建造物の

保全に努めるとともに、周辺における調和のと

れたまち並みの形成に努めます。 

生涯学習課 

自然景観の維持・保全

と緑化の推進 

本市の原風景である田園・里山の維持・継承や

海浜景観の創出・保全に努めるとともに、槙の

生垣や屋敷林、街路樹など地域の緑化を推進し

ます。 

環境生活課 

景観形成のルールづ

くりと市民意識の醸

成 

緑の基本計画や景観法に基づく景観計画などを

検討するとともに、自然景観や歴史的景観の形

成・保全に向け、市民意識の醸成を図ります。 

都市整備課 

 

 

3-3-3 安心して暮らせる住環境づくりの推進  

誰もが安心・安全に暮らしていくことのできる公共空間および居住空間の整備を図る

とともに、空き家対策を総合的に推進します。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

バリアフリー化の推

進 

公共空間のバリアフリー化を計画的に推進する

とともに、障害者や高齢者住宅のバリアフリー

化に向け支援します。 

関係各課 

住宅の耐震化に向け

た支援の充実 

地震などの災害対策の実施に対する補助制度を

継続し、住宅の耐震化の必要性・重要性につい

て市民へのさらなる啓発活動を実施します。 

都市整備課 

空き家対策の推進 

空き家バンクなどを通じた空き家活用の情報を

提供し、市民、民間事業者および行政が連携し

て、住環境の維持や向上をめざします。また、

空き家の適正管理を推進し、管理不全な状態に

ある空き家の是正を図ります。 

都市整備課 

企画課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

木造住宅耐震診断費補助件数 1 件／年 3 件／年 
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3-3-4 子育てしやすい住環境の整備 

子育て世代が暮らしやすい住環境を整備し、若者の定住および市外からの移住促進を

図ります。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

子育て世帯の住居の

確保 

市営住宅や空き家を利活用して、子育て世帯の

住居の確保を促進します。 

都市整備課 

企画課 

子どもの遊び場の確

保 

子どもたちが安心して遊ぶことのできる公園や

緑地などの適正管理を図るとともに、自然環境

を生かした遊び場の整備を推進します。 

都市整備課 
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施策 3-4 安心・安全な地域づくりの推進 

 

施策の方向性 

地震・津波をはじめとする自然災害や事件・事故などの社会的災害から市民の生命、

身体および財産を守るため、総合的な防災の推進に努めるとともに、必要な情報が的確

に提供される情報伝達体制の充実および海岸侵食や急傾斜地などの防災対策を推進しま

す。 

また、犯罪のない安心・安全なまちづくりを進めるため、さまざまな機会を通じ防犯

意識の向上を図り、市民、行政、警察などが連携して地域防犯対策を進めていきます。 

 

施策推進の背景と課題 

本市は自然災害や犯罪の発生率が低く、災害などに対して安全だと思う人の割合は過半

数を超えているものの、とても安全だと思う人の割合は減少し続けています。都市間人口

移動が活発になるほど地域住民の安全性の重要性は高まるため、市一体で安全に対する取

組みが今後一層求められてくるとみられます。 

また、東日本大震災以降、津波の脅威に対する安全対策が求められており、万が一の災

害発生に備え、危険箇所の災害防止対策を進めるとともに、災害発生時に被害を最小限に

食い止めるための準備を地域全体で推進していく必要があります。 
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■住んでいる地区が災害などに対して安全だと思うか 

■交通事故、犯罪、火災の発生状況 

（平成 18年、平成 22年、平成 27年 市民意識調査） 

（匝瑳警察署、消防年報） 
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施策の展開 

3-4-1 防災対策の充実 

災害の発生予防および被害軽減に向け、平時における予防活動と災害時における応急

対策および迅速な復旧活動を可能にする体制の強化を図ります。特に、津波を想定した

防災対策の推進を図ります。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

危機管理体制の強化 

災害発生時に迅速かつ的確な判断および行動が

とれるよう、庁内の危機管理体制の強化とマニ

ュアルなどの整備とともに、より実効的な防災

訓練を計画し、継続的な実施を図ります。 

総務課 

急傾斜地崩壊対策の

充実 

がけ崩れ災害から市民の生命を守るため、危険

箇所の点検および状況に応じた崩壊防止対策を

推進します。 

建設課 

防災意識の高揚 

多くの市民の参加が得られる防災訓練の内容な

どを検討するとともに、防災訓練などを通じて、

市民の防災意識の高揚を図ります。 

総務課 

自主防災組織の活動

支援と連携強化 

自主防災活動を支える人材（防災士など）の育

成や、自主防災組織と地域のさまざまな団体と

の連携を強化することにより地域防災力の強化

を図ります。 

総務課 

避難所の機能強化 
生活必需品の備蓄、衛生環境の整備など、避難

所の機能強化を図ります。 
総務課 

防災行政無線の整備 

災害時の情報を迅速かつ的確に伝えるため、戸

別受信機の設置促進や保守について、広報紙や

ホームページなどを活用し推進します。 

総務課 

津波災害対策の強化 

地域防災計画に基づき、津波避難タワーの設置

など、防災施設の整備や防災意識の醸成、地域

の防災力の向上を図るとともに、関係機関と連

携し、総合的な津波対策を推進します。 

総務課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

防災行政無線戸別受信機設置数 10,816 台 12,000 台 
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3-4-2 消防・救急体制の強化 

火災発生防止のための啓発活動に努めるとともに、関係機関・団体などと連携しなが

ら、消防施設・設備および救急救命対策の充実を図ります。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

消防設備などの充実 
各種消防施設の整備と消防装備の配備を計画的

に行います。 
総務課 

消防団および消防組

合の活動支援 

消防団協力事業所表示、必要な費用の負担など、

消防団および消防組合の活動支援の充実に努め

ます。 

総務課 

防火意識の普及・啓発 

消防組合との連携により、「住宅用火災警報器」

の設置義務の周知をはじめ、市民の防火意識の

普及・啓発に努めるとともに、イベント時での

広報など、火災予防の普及・啓発に向けた取組

みを促進します。 

総務課 

救急救命対策の充実 

消防組合との連携により、応急手当の普及を図

るとともに、ＡＥＤの設置を促進し、救命率の

向上を図ります。 

総務課 

消防団員の確保対策 

消防団員を確保するため、消防団員募集の広

報・啓発の充実や、機能別消防団員制度などの

検討を行います。 

総務課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

消防団員数 664人  

ＡＥＤ設置台数 95 台  

 

 

3-4-3 防犯体制の強化  

関係機関などと連携しながら、防犯活動の活性化および防犯設備の整備・維持管理を

促進します。また、まちぐるみで地域を見守る体制づくりを推進し、意識の醸成を図り

ます。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

防犯に関する情報提

供と意識の醸成 

防犯対策の周知や犯罪に関する情報提供の充

実、地域・学校での防犯教室の実施を推進し、

防犯意識の醸成を図ります。 

環境生活課 

学校教育課 
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取組み 取組みの概要 主管課 

まちぐるみ防犯活動

の促進 

警察署および防犯協会との連携強化を図るとと

もに、防犯活動を行う自主組織の育成支援に努

め、まちぐるみでの防犯活動を促進します。 

環境生活課 

防犯設備の整備 
夜間における犯罪、事故の発生を防ぐため、防
犯灯などの防犯設備の整備および維持管理を推
進します。 

環境生活課 

防犯まちづくり推進

条例に基づく施策の

推進 

犯罪防止のため、自治体や関係機関、市民、事
業者などの役割や責務を定めた「防犯まちづく
り推進条例」に基づき、安全なまちづくりを推
進します。 

環境生活課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

防犯活動を行う自主組織数 18 団体  

犯罪発生件数（認知数） 286件／年  

 

 

3-4-4 交通安全対策の充実 

関係機関などと連携しながら、市民一人ひとりの交通安全意識の普及・啓発に努めま

す。また、誰もが安心して通行することのできる安全な道路環境づくりを推進します。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

子どもや高齢者を対

象とした交通安全教

室の開催 

子どもや高齢者にわかりやすく、実際に役に立
つ知識を吸収してもらうため、交通安全教室の
内容などを工夫するとともに、教材などの充実
を図り、交通安全意識の普及・啓発に努めます。 

環境生活課 

安全な道路環境の整

備 

歩道整備および道路拡幅を推進するとともに、
交通安全施設の点検・整備など、通行しやすい
道路環境の整備を推進します。 

環境生活課 

建設課 

交通バリアフリー化

の推進 

公共交通機関の車両や施設、道路施設などのバ
リアフリー化を推進し、高齢者や障害者などが
安全に移動できる環境を整備します。 

関係各課 

通学路の安全確保 

通学路にあたる道路の整備・拡幅を推進すると
ともに、地域住民による交通安全活動や街頭交
通指導などの活動を促進し、登下校時の児童生
徒の安全確保に努めます。 

環境生活課 

建設課 

学校教育課 



85 

 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

交通事故発生件数 123件／年  

子ども・高齢者を対象とした交通安全教室参加人数 3,537 人／年 3,700 人／年 
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基本目標４  個性豊かに学び、人々が輝くまちをつくる     

（教育・交流分野） 

 

施策 4-1 学校教育の充実  

 

施策の方向性 

他人を尊重し、認め合うとともに、進んで社会に貢献するなど、児童生徒が社会の責

任ある一員として生きる自覚を促し、そのために必要となる資質を養うため、学校での

教育活動全体を通して心の教育を推進します。また、家庭や地域と連携し、協力して、

児童生徒の健康の保持・増進に関する実践力の育成に努めるとともに、情報化・グロー

バル化および少子化の進展に対応した教育と一人ひとりの状況に応じたよりきめ細かな

指導および支援がなされる体制の強化を図ります。 

さらに、児童生徒が食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけ、生涯にわた

って健康な体をはぐくんでいくため、食育の推進を図り、単に「食」のみへの取組みだ

けでなく、命の源である「食」を支える「農業」への理解を深める食農教育として位置

づけ、その充実に努めます。 

 

施策推進の背景と課題 

近年の少子化の影響や近所付き合いの希薄化などにより、子どもたちの教育環境が大き

く変化してきています。地域は、子どもたちが友達との遊びや世代の異なるさまざまな人

とのふれあいを通して、自立心や自制心を培う場となり、学校教育が効果的に展開される

基盤となります。地域との連携と協力を強化し、子どもたちが成長し、発達していく場と

なる地域の教育力の向上に努めます。 

また、一日のうち多くの時間を過ごす学校施設と通学路においては、子どもたちの安全

を確保するための体制づくりを強化していく必要があります。 
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施策の展開 

4-1-1 生きる力をはぐくむ豊かな学校生活の充実 

「生きる力」をはぐくむため、社会情勢に応じた教育の推進および教職員の資質の向

上を図るとともに、充実した学習環境の中で、地域特性を生かした特色ある教育を進め

ます。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

確かな学力の養成 

学力調査などにより児童生徒の学力を把握し、

状況に応じた学習内容の工夫・検討を図るとと

もに、各校の効果的な取組みを市内の全校で共

有できる仕組みを構築し、また、家庭学習の定

着を支援します。 

学校教育課 

豊かで健やかな心身

の育成 

体育大会や学校保健・体育活動、さまざまな体

験や道徳教育、読書活動などを通じて、児童生

徒の健康の保持・増進と豊かな心の育成を図り

ます。 

学校教育課 

情報化に対応した教

育の充実 

情報機器を整備し、情報処理能力の向上を図る

とともに、情報モラル教育を推進することで、

情報化に対応した教育の充実を図ります。 

学校教育課 

グローバル化に対応

した教育の充実 

各中学校に外国人のＡＬＴ（外国語指導助手）

を配置し、英語科の授業で活用するとともに、

小学校の外国語活動においてＪＴＥ（日本人の

英語指導助手）を配置し、英語教育の推進を図

ります。 

学校教育課 

学校における食育の

推進 

学校給食センターの見学や栄養士・調理員によ

る給食時間の講話など、食に関する学習を推進

し、家庭教育学級による親子料理教室などを通

じて、食育に対する意識の醸成に努めます。 

学校教育課 

生涯学習課 

食農教育の推進 

食育の推進にあたっては、単に「食」のみへの

取組みだけでなく、命の源である「食」を支え

る「農業」への理解を深める食農教育として位

置づけ、その充実に努めます。 

学校教育課 

産業振興課 

特色ある教育の推進 

各教科や総合的な学習の時間などを通して、郷

土の歴史や産業、伝統文化、環境保全などを学

習し、特色ある教育の推進を図ります。 

学校教育課 

キャリア教育の推進 

市内事業所の協力を得ながら、社会体験機会の

充実を図り、中学生のキャリア教育を推進しま

す。 

学校教育課 

少子化に対応した活

力ある学校づくり 

児童の減少により複式学級が複数発生した学校

については、他の学校との学校統合を検討しま

す。 

学校教育課 
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取組み 取組みの概要 主管課 

学校施設・設備の整備 
安全・安心な学校生活環境を確保するため、学

校施設・設備の計画的な整備を推進します。 
学校教育課 

教職員の資質向上 
地域に関連した内容を取り入れるなど研修内容

の充実を図り、教職員の資質向上に努めます。 
学校教育課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

外国語指導助手配置人数 3 人 3 人 

社会体験学習参加率 97.9％ 100％ 

特色ある教育を実施している小中学校数 14 校 14 校 

 

 

4-1-2 きめ細かな指導体制と相談支援の充実 

一人ひとりの個性や能力、状況などに応じた指導ができる体制の充実を図るとともに、

悩みや不安などを気軽に相談できる体制づくりを推進します。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

補助教員の配置 

きめ細かな指導を行うため、支援が必要である

と認められる学校、学級に補助教員を配置しま

す。 

学校教育課 

サタデースクールの

充実 

基礎的・基本的学力の定着を図るため、学校施

設を利用したサタデースクールの充実を図ると

ともに、参加促進に努め、特別な支援を要する

児童への対応力強化に努めます。 

学校教育課 

ライフサポートファ

イルの活用 

特別な支援や配慮が必要な児童生徒の一貫した

相談指導を行うためのライフサポートファイル

を児童生徒の保護者などに紹介し、活用の促進

を図ります。 

学校教育課 

福祉課 

専門家による相談支

援の充実 

いじめや不登校などに悩む児童生徒や保護者に

対し、スクールカウンセラーや相談員など専門

家による相談・指導などの支援の充実を図りま

す。 

学校教育課 

就学援助の実施 
経済的に就学困難な児童生徒の保護者に対し、

学校生活で必要な費用などの援助を行います。 
学校教育課 
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■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

補助教員配置人数 24 人 25 人 

サタデースクール参加者数 86 人／年 100人／年 

スクールカウンセラー配置数（毎週配置） 5 人 5 人 

 

 

4-1-3 家庭・地域との連携強化  

地域に開かれた学校をめざし、地域の人材や意見を積極的に学校教育の場に活用して

いくとともに、ＰＴＡ活動の活性化を図り、家庭との連携体制の強化に努めます。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

地域人材の活用 

優れた知識や技術を有する地域の人材を、積極

的に学校教育に活用するとともに、高齢者の生

きがい対策としても推進します。 

学校教育課 

学校資源の地域活動

への活用 

地域活動などに対し、学校体育施設の開放や教

職員の派遣などを積極的に推進するとともに、

学校体育施設開放の事務手続きの簡略化を図り

ます。 

学校教育課 

生涯学習課 

学校開放の推進 

地域と学校の結びつきを強めるため、学校行事
に地域住民が参加できるよう工夫し、地域活動

団体と連携した学校行事の展開を検討します。 

学校教育課 

学校支援ボランティ

アの充実 

多くの市民の目で、子どもたちを守り育ててい

くために、学校支援ボランティアの充実を図り

ます。 

学校教育課 

ＰＴＡ活動の活性化 

ＰＴＡ会員の交流や活動事例の紹介などのほ

か、補助金や活動場所の提供などを通して、Ｐ

ＴＡの自主的な活動の活性化を図ります。 

生涯学習課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

特別非常勤講師活用配置事業（地域人材活用）実施校数 10 校 14 校 

学校支援ボランティア数 357人 360人 

学校と家庭・地域との連携がなされていると思う市民の割

合 
62.4％ 70.0％ 
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4-1-4 学校内外の安全の確保 

地域や家庭、関係機関などと連携しながら、子どもの安全を確保するための体制強化

を図るとともに、学校施設の耐震化を推進します。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

学校内での犯罪・事故

防止対策の推進 

学校内の犯罪や事故の防止を図るため、より実

践的な防犯・事故防止マニュアルの策定・活用

を推進します。また、応急手当の裾野を広げる

ため、教育現場におけるＡＥＤを活用した救命

救急講習の実施を図ります。 

学校教育課 

災害時の安全確保 

保護者や地域住民と連携しながら、地域の環境

に合った防災訓練・避難訓練を実施するととも

に、防災に関する知識の普及や災害時のための

準備などを行い、災害時の児童生徒の安全確保

および連絡体制整備を図ります。 

学校教育課 

登下校時の安全確保 

関係機関と連携しながら、見守り活動や不審者

情報の提供などを推進し、また、メール配信を

通して、登下校時の児童生徒の安全確保に努め

るとともに、連絡体制の整備を図ります。 

学校教育課 

「こども 110番の家」

の強化 

各地区に設置されている「こども１１０番の家」

の周知を図るとともに、子どもと協力者の顔合

わせの機会を設けるなど、より深い連携構築を

図ります。 

学校教育課 

学校施設耐震化の推

進 

学校施設の耐震化工事を推進し、地震発生時の

児童生徒の安全確保に努めるとともに、安全な

避難所の確保を図ります。 

学校教育課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

子どもたちにとって安心して学ぶことができる場となっ

ていると思う市民の割合 
78.0％ 85.0％ 

小中学校施設耐震化率（棟数率） 91.1％ 100.0％ 
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施策 4-2 生涯学習・生涯スポーツの推進 

 

施策の方向性 

市民のニーズを踏まえた各種の講座・教室の充実、既存施設の有効活用、学校施設の

開放により、誰もが生涯を通じて、心身ともに健康で充実した心豊かな生活を送ること

ができるよう、あらゆる機会に、あらゆる場所において、個人の要望と社会の要請に対

応した学習活動と、その成果を適切に生かすことのできる環境を整備します。 

また、リーダーや組織・団体の育成などに努め、市民が主体的に活動する生涯学習・

生涯スポーツ社会の構築を促進します。 

 

施策推進の背景と課題 

市民意識調査によると、現在、生涯学習としての習い事や趣味の活動に参加している人

の割合は 2割以下となっていますが、今後、参加したいと思っている人は過半数以上とな

り、ニーズは高く、受け皿の整備が必要とみられます。 

生涯学習や生涯スポーツを通じた交流は、一人ひとりの生きがいづくりだけではなく、

地域コミュニティの育成にもつながることから、生涯学習・生涯スポーツ意欲を実践に移

すことができるよう、多様化するニーズに応じた魅力ある機会の提供や活動拠点となる施

設の整備、活動を支える人材の確保が必要です。 

 

 

 

 

42.3

33.9

28.5

54.3

43.2

51.5

57.0

33.0

14.6

14.6

14.6

12.7

市や地域のスポーツ・文化活動

地域の伝統や文化を継承する活動

他市町村や外国の方たちとの交流活動

生涯学習としての習い事や趣味の活動

はい いいえ 無回答

18.3

11.8

4.2

16.6

74.6

78.9

85.8

74.9

7.1

9.3

10.1

8.5

市や地域のスポーツ・文化活動

地域の伝統や文化を継承する活動

他市町村や外国の方たちとの交流活動

生涯学習としての習い事や趣味の活動

はい いいえ 無回答  

 

 

■余暇活動への参加状況および参加意向 

（平成 27年 市民意識調査） 

現在参加していますか 今後参加したいですか （％） （％） 
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施策の展開 

4-2-1 生涯学習・生涯スポーツ機会の充実  

多様化するニーズに応じた学習・スポーツ活動の機会の充実を図るとともに、活動団

体に対する支援の充実を図り、市民の自主的な活動の活性化を促進します。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

各種講座・教室の充実 

市民の学習ニーズを把握しながら公民館の各種

講座・教室や出前講座の充実に努めるとともに、

参加者の多い女性高齢者のみならず、幅広い市

民が参加しやすい講座・教室の開催に努めます。 

生涯学習課 

スポーツ大会・教室と

生涯スポーツの充実 

各種スポーツ大会や体験活動などの各種イベン

トやスポーツ教室の充実と参加促進を図るとと

もに、「市民一人 1 スポーツ」をめざし、いつで

も誰でも気軽に参加できる生涯スポーツの促進

を図ります。 

 

生涯学習課 

 

活動成果を発表する

場の充実 

生涯学習・スポーツへの意欲の醸成を図るため、

活動の成果を発表する場の充実に努めます。 
生涯学習課 

自主的な活動の促進 

市民の自主的な活動を促進するため、サークル

活動に対し支援するとともに、さまざまな情報

提供や活動の場の充実、活動紹介などを行いま

す。 

生涯学習課 

総合型地域スポーツ

クラブの運営支援 

新たな総合型地域スポーツクラブの設立を視野

に入れながら、関係団体などと連携して、既存

クラブの運営支援および活性化を図ります。 

生涯学習課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

スポーツ教室への参加者数 491人／年 700人／年 

公民館講座開催回数・参加者数 
287回／年・ 

3,754 人／年 

300回／年・ 

3,800 人／年 

総合型地域スポーツクラブ会員数 239人 300人 

 

 

4-2-2 生涯学習・生涯スポーツ環境の整備  

施設の整備および有効活用を図ることで、生涯学習および生涯スポーツ、レクリエー

ションの活動拠点を確保し、気軽に楽しむことのできる環境づくりに努めるとともに、

予約システムの整備を進め、利用促進に努めます。 
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■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

スポーツ・レクリエー

ション施設の整備と

活用 

スポーツ・レクリエーション施設の安全かつ快

適な利用に向けた維持管理、およびテニスコー

トをはじめとしたスポーツ施設の新規設置な

ど、計画的な設備の更新や機能強化を推進しま

す。 

生涯学習課 

図書館の充実 

市民のニーズに応じた図書館の蔵書の充実およ

び機能強化を図り、読書の普及促進に努めます。

また、のさか図書館の市民などへの周知をより

一層進めます。 

生涯学習課 

予約システムの整備

と利用促進 

インターネット環境を活用し、各施設の利用や

図書の予約を容易にするシステムの整備・充実

および周知を図り、利用促進に努めます。 

生涯学習課 

地域資源を生かした

健康づくり環境の整

備 

地域の自然や歴史遺産を楽しみながら歩くこと

のできるウォーキングコースの設定など、手軽

に健康づくりができる環境を整備します。 

生涯学習課 

指導者の発掘・育成 

指導者の資質向上のため、関係団体と連携しな

がら研修会や講習会を実施し、参加を促進しま

す。 

生涯学習課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

図書館利用者数・貸出冊数 
60,479人／年・ 

 324,625 冊／年 

62,500人／年・ 

340,000冊／年 

 

 

4-2-3 青少年の健全育成  

青少年の健全育成に携わる活動組織の自主的な活動を支援するとともに、多様な主体

が連携し、あらゆる場面や機会を通じて青少年を見守る体制づくりに努めます。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

青少年団体活動の活

性化 

青少年活動を行う団体などに対する活動支援の

充実と団体相互の連携を促進します。 
生涯学習課 

スポーツ・体験活動の

推進と参加促進 

「カローリング」などのニュースポーツ教室や

自然観察会、親子料理教室などを引き続き行う

とともに、通学合宿事業の拡充を図り、活動へ

の参加を呼びかけ、子どもたちの健全育成を図

ります。 

生涯学習課 
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取組み 取組みの概要 主管課 

情報モラル教育の推

進 

インターネットや電子メールの利用における情

報モラル教育を図るため、小学生から計画的な

情報モラル教育を行います。 

学校教育課 

家庭の教育力の向上 

家庭の教育力の向上を図るため、幼稚園や小中

学校において家庭教育学級を開設し、参加を促

進します。 

生涯学習課 

見守り指導体制の強

化 

ＰＴＡや青少年相談員、地区社会福祉協議会な

どと連携しながら、地域全体で青少年を見守り、

指導していく体制を強化します。 

生涯学習課 

学校教育課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

青少年体験活動参加者数 1,298 人／年 1,340 人／年 

家庭教育学級一人あたりの参加数 2.29回／年 3 回／年 
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施策 4-3 地域文化の振興 

 

施策の方向性 

地域に根ざした市民文化がいきいきと花開き、誰もが文化・芸術を身近で味わい、豊

かでうるおいのある暮らしを実感するため、各種団体による自主的な芸術文化活動への

支援や、優れた芸術文化および本市の文化財に接する機会の提供を図ります。 

また、地域の歴史と風土に根ざした文化資源を地域文化の振興に活用しつつ後世に伝

えていくため、各種団体と連携しながら有形・無形の貴重な歴史文化遺産の保護に努め

ます。 

 

施策推進の背景と課題 

近年では、自然環境や文化財への価値が見直され、地域資源や貴重な観光資源として、

また地域の誇りとして再認識されてきています。本市には歴史的建造物や地域に根ざした

祭りなど、数多くの有形・無形の文化財が存在し、市民の誇りとなっており、市民意識調

査でも平成 18 年以降、一貫して地域の伝統や文化に対する愛着を感じる人の割合が過半

数を超えています。 

本市の貴重な文化財や地域に根付いた身近な伝統文化を大切にし、後世に伝えていくた

めの意識の醸成および保存活動の促進を図るとともに、地域に愛着を感じることができる

よう、その価値を広くＰＲしていく必要があります。 

 

 

 

14.5

13.4

10.8

40.3

48.9

49.2

35.0 

26.5 

30.5 

4.9

6.6

6.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成18年

平成22年

平成27年

とても感じている ある程度感じている あまり感じていない まったく感じていない 無回答
 

 

 

 

（平成 18年、平成 22年、平成 27年 市民意識調査） 

■地域の伝統や文化に愛着を感じているか 
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施策の展開 

4-3-1 芸術文化とふれあう機会の充実  

市民の自主的な活動に対する支援の充実を図るとともに、優れた芸術・文化にふれる

機会の充実および参加促進を図ります。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

芸術文化活動団体の

活動支援 

芸術文化活動団体の活動の活性化に向け、団体

相互の連携促進および活動支援を図ります。 
生涯学習課 

活動成果の発表の場

の充実 

市民の芸術文化活動の成果を発表する場を充実

させ、活動意欲の醸成と相互の交流を促進しま

す。 

生涯学習課 

芸術文化を鑑賞する

機会の充実 

芸術文化イベントを開催し、市民が優れた芸術

文化を鑑賞することのできる機会の充実に努め

ます。 

生涯学習課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

文化団体数 61 団体 64 団体 

文化祭来場者数 2,000 人／年 2,365 人／年 

 

 

4-3-2 歴史的建造物・文化財の保全とＰＲ  

有形・無形の文化財に対する意識の醸成を図り、地域の財産としてその保全とＰＲに

努めます。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

歴史文化財を活用し

たイベントの充実 

地域の歴史や文化財に対する意識の醸成を図る

ため、歴史的建造物などを活用した文化イベン

トの開催や歴史・文化にふれることのできる機

会を提供します。 

生涯学習課 

文化財の保全・ＰＲ 

指定文化財の保存・修理および本市にある文化

財指定外の貴重な歴史文化遺産の発掘に努め、

その保全に努めるとともに、文化財資源の情報

を市内外に発信します。 

生涯学習課 

文化財ガイドボラン

ティアの育成・活用 

地域の文化財を紹介するガイドボランティアを

育成し、積極的に活用していくことで、本市の

文化財の価値に対する認識を広めます。 

生涯学習課 
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■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

文化財指定（登録）数 80 件 81 件 

文化財ガイドボランティア登録者数 4 人 5 人 

 

 

4-3-3 伝統文化の継承促進 

古くから伝えられる地域に根付いた文化の継承を促進するため、後継者の育成に努め

るとともに、その価値を評価し、市内外に周知していきます。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

活動の活性化と後継

者の育成 

伝統文化の継承・保存活動に対する支援を行い、

活動の活性化を図るとともに、高齢化してきて

いる担い手の後継者の育成を図ります。 

生涯学習課 

伝統文化に対する意

識の高揚 

多くの市民が伝統文化にふれることのできる場

を充実させ、伝統文化に対する意識の高揚を図

ります。 

生涯学習課 

伝統文化のＰＲの推

進 

観光分野と連携しながら、木積の「ふじ祭り」

や「箕づくり」など、本市の伝統文化のＰＲを

推進し、その価値を市内外に広めます。 

生涯学習課 

産業振興課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

伝統文化保存団体数 13 団体 14 団体 
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施策 4-4 コミュニティの育成と交流活動の促進 

 

施策の方向性 

地域の連帯感のさらなる醸成と地域づくり活動の活性化を図るため、コミュニティ施

設の整備や各種事業の支援、組織の育成などを実施することにより、自主的なコミュニ

ティ活動を促進し、市民の地域活動への参加促進を図ります。 

また、国際交流事業の活性化により、国際性豊かな人づくりを促進するとともに、地

域の特性を生かしながら多彩な地域間交流を推進します。 

 

 

施策推進の背景と課題 

本市は、もともと地域の連帯感が強い地域ですが、最近では価値観やライフスタイルの

多様化により、近隣関係の希薄化も進んでおり、拠点施設を有効活用しながら自主的な活

動に対する支援とともに活動を牽引するリーダーを育成し、コミュニティ活動の活性化を

図っていくことが必要です。 

また、本市では、地域団体や民間レベルでの地域間交流は活発に行われているものの、

姉妹都市や防災協定の締結といった自治体間での交流は少なく、多様な地域とのさらなる

交流を進めるためにも、市政レベルでの交流促進を図っていく必要があります。 

 

■コミュニティの育成と交流活動の促進 

【満足度】                     【重要度】 

0.9%

18.3%

15.6%

3.1%

52.8%

9.3%

0% 20% 40% 60%

満足

どちらかといえば満足

どちらかといえば不満

不満

わからない

無回答

15.2%

38.2%

11.6%

5.0%

19.7%

10.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

重要

どちらかといえば重要

どちらかといえば重要ではない

重要ではない

わからない

無回答

 

（平成 27年 市民意識調査） 
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施策の展開 

4-4-1 地域づくり活動の活性化支援 

自主的な地域活動が活発に行われるための環境づくりに努めるとともに、市民が気軽

に参加できるための情報提供および機会の創出を図ります。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

“散歩のまちづくり”

の推進 

地域の自然や文化財などとふれあう“散歩のま

ち匝瑳”を推進し、具体的なコース提案や調整

を進め、自主的な地域づくりの活性化を図りま

す。 

産業振興課 

地域活動団体の活動

支援 

地域づくり活動の活性化を図るため、地域振興

協議会など、地域活動団体の活動に対する助成

を行うとともに、活動を牽引するリーダーの養

成を支援します。 

環境生活課 

団体同士の連携促進 

地域活動団体の活動に関する情報提供や団体同

士の交流機会の創出を図り、連携した地域づく

り活動の活性化を図ります。 

環境生活課 

地域活動への参加促

進 

市民が地域活動に気軽に参加できるよう、世代

間交流や地域間交流の機会を充実させ、地域活

動やイベントなどに関する情報提供を充実させ

ます。 

環境生活課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

地域づくり活動へ参加している市民の割合 29.9％ 35.0％ 

 

 

4-4-2 コミュニティ施設の整備・活用 

老朽化が進むコミュニティ施設の改修・整備を促進するとともに、コミュニティ活動

の拠点となる施設の有効活用を図ります。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

市民ふれあいセンタ

ーの充実 

コミュニティの拠点としての機能を持つ市民ふ

れあいセンターの施設・設備の充実や計画的な

改修を進めていきます。 

福祉課 

地区コミュニティセ

ンターの活用 

市内９地区に整備されている地区コミュニティ

センターの有効活用および適正な管理を推進し

ます。 

環境生活課 
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取組み 取組みの概要 主管課 

集会施設の改修支援 
自治会が設置する各地区の集会施設について、

老朽化に伴う改修を支援します。 
環境生活課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

地区コミュニティセンター利用者数 18,379 人／年 18,500 人／年 

 

 

4-4-3 国際交流・地域間交流の促進  

国際交流活動団体の活動の活性化を図るとともに、各種団体が行う交流活動を支援し

ます。また、外国人や都市住民が滞在しやすい環境づくりに努めます。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

国際交流活動団体の

活動支援 

語学教室や在住外国人との交流活動を推進する

国際交流活動団体の活動に対する支援を行うと

ともに、新しい交流イベントを実施するなど国

際交流のさらなる充実を図ります。 

企画課 

自治体間交流の促進 

気候風土や地域性の異なる国内外の自治体など

との交流を推進し、さまざまなイベントや体験

活動などを通じた市民同士の交流促進を図りま

す。 

企画課 

受入体制の整備 

外国語での情報発信や外国人や都市住民を対象

とした交流イベントの実施など、外国人や都市

住民が立ち寄りやすい受入体制の整備について

検討・推進していきます。 

企画課 

産業振興課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

他市町村や外国の方たちと交流活動をしている市民の割

合 
4.2％ 5.0％ 

国際交流協会行事参加者数 257人／年 300人／年 
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施策 4-5 男女共同参画の促進 

 

施策の方向性 

男女共同参画を推進するため、家庭、学校、地域などあらゆる場において、男女平等

意識の普及・定着化を図り、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、

性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる地域社会の実現を

推進します。 

特に、性別による固定的な役割分担意識をなくし、男女がともに、自らの選択により

その責任を果たしていけるように、ワーク・ライフ・バランスの推進を図ります。 

また、男女が安心して子どもを産み育て、家族としての責任を果たすことができる社

会を創り上げることは、男女共同参画の視点だけでなく少子化対策からも重要です。仕

事と家庭生活や地域活動を含む社会生活を男女が共に営み、対等に分かち合うため、仕

事と生活の両立に向けた支援を推進します。 

 

施策推進の背景と課題 

男女共同参画に対する理解やその重要性に対する認識は高まってきているものの、性別

による固定的な役割分担や偏見、社会通念や慣習などはいまだ根強く残っています。 

男性も女性もお互いに人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別にかかわりなく、その

個性と能力を十分に発揮することができる社会の実現には、男女共同参画意識の醸成に加

えて、市民や地域活動団体、事業者などの主体的な行動を促す環境づくりと具体的支援を

推進していく必要があります。 

 

 

13.9

9.3

17.8

51.2

46.9

54.9

17.6

22.5

13.4

3.7

6.2

1.6

1.3

2.5

0.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

男性

女性

男性のほうが優遇 どちらかといえば男性のほうが優遇
平等になっている どちらかといえば女性のほうが優遇
女性のほうが優遇 わからない  

 

 

■社会全体における男女平等に関する意識 

（平成 26年 男女共同参画に関する市民意識調査） 
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施策の展開 

4-5-1 男女共同参画意識の醸成と推進体制の構築 

男女共同参画に関する学習機会の充実や意識啓発を推進し、地域における男女共同参

画を推進するための体制の構築を図ります。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

男女共同参画意識の

把握と向上 

男女共同参画に関する市民意識の把握に努める

とともに、実情に応じた生涯学習や講演会など

を開催し、男女共同参画意識の向上に努めます。 

企画課 

固定的性別役割分担

などの是正に関する

意識啓発 

固定的な性別役割分担意識や男女差別の是正に

関する意識啓発や学習機会の充実を図ります。 
企画課 

制度や慣行における

配慮と見直し 

男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認め

られる制度や慣行などについて、必要に応じた

見直しに努めます。 

企画課 

男女共同参画推進体

制の構築 

庁内外に男女共同参画を推進する組織を立ち上

げ、関係機関と連携しながら地域における男女

共同参画施策の推進を図ります。 

企画課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

社会全体において男女が平等になっていると思う市民の

割合 
17.5％ 25.0％ 

 

 

4-5-2 誰もが能力を発揮できる地域社会づくりの推進 

関係機関との連携を強化し、家庭や地域、職場などにおいて、性別にかかわらず、個

人が持つ能力を十分に発揮することができる地域社会づくりを促進します。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

方針決定過程への女

性参画の拡大 

積極的改善措置（ポジティブ・アクション）を

推進し、あらゆる場面の意思決定の場において

男女の均等な参画を促進します。 

企画課 

家庭や地域、職場にお

ける男女共同参画の

促進 

家庭や地域活動、職場などにおいて、男女が共

に能力を発揮し、責任を果たしていくことがで

きる環境整備を促進します。 

企画課 
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取組み 取組みの概要 主管課 

就労の再チャレンジ

支援の推進 

県など関係機関と連携し、育児や介護などによ

り一旦離職した女性が、希望に沿った再就職・

起業などが実現できる再チャレンジ支援を推進

します。 

産業振興課 

企画課 

ワーク・ライフ・バラ

ンスの推進 

性別にかかわらず、仕事、家庭、地域活動など

において調和のとれた活動ができるよう、商工

会と連携し、多様な働き方ができる就労環境の

整備や働き方の見直しの推進を図ります。 

産業振興課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

審議会・委員会の女性委員比率 24.7％ 30.0％ 

 

 

4-5-3 人権侵害の防止と女性の健康支援 

男女間のあらゆる暴力の根絶と人権侵害の防止に向けた取組みを推進するとともに、

生涯にわたる女性の健康支援を図ります。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

配偶者などからの暴

力の根絶と被害者の

保護 

人権侵害や暴力を未然に防止するための情報提

供を充実させるとともに、関係機関などと連携

しながら相談窓口および保護体制の充実を図り

ます。 

福祉課 

秘書課 

生涯を通じた女性の

健康支援の推進 

生涯を通じた女性の健康支援を図るため、発達

段階に応じた性教育を推進するとともに、妊

娠・出産をはじめ生涯を通じた女性の健康支援

を推進します。 

健康管理課 
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基本目標５ 市民と行政が協働し、市民が主役のまちをつくる  

（住民協働・行財政分野） 

 

施策 5-1 まちづくり情報共有の推進 

 

施策の方向性 

行政サービスの質を向上させるためには、さまざまな情報の中から市民ニーズを的確

に把握し、迅速にサービスに反映することや、市民からの提案を政策や施策に反映する

ための仕組みをつくり、市民が市政に参加する機会を充実させる必要があります。 

そのためには、多様な手段により行政の有する情報を積極的に公開・発信するととも

に、市民の意見を聴く機会の充実を図り、市政の方向性や地域課題を市全体で共有して

いくことが求められ、市民・地域・行政がそれぞれの役割と責任を認識しながら主体的

に実践する地域づくりを進めます。 

また、地域で活動するさまざまな組織との連携を図り、市民や団体、企業などが積極

的にまちづくり活動に参加していく環境づくりを進めます。 

 

施策推進の背景と課題 

広報そうさを見ている人は 9割近くいるのに対し、市のホームページを見ている人は 3

割以下にとどまっています。 

即時性や情報提供能力の高い市ホームページの閲覧率を高め、情報共有の有効なツール

として活用していくことが必要です。 

 

 

 

64.9 24.3 7.0

2.5

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

いつも見ている

ときどき見ている

あまり見ていない

まったく見ていない

無回答

問39  市の広報紙（広報そうさ）を見たことがあるか

ｎ=646

   

4.5

24.0 23.8 44.7

2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

いつも見ている

ときどき見ている

あまり見ていない

まったく見ていない

無回答

問40  市のホームページを見たことがあるか

ｎ=646

 

 

 

■市の広報紙（広報そうさ）を見たことあるか。 

（平成 27年 市民意識調査） 

■市のホームページを見たことあるか。 
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施策の展開 

5-1-1 市民に役立つ情報提供の推進 

まちづくりに関する情報をわかりやすく提供していくとともに、迅速かつ適正な情報

公開を進め、透明性の高い市政運営に努めます。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

わかりやすい行政情

報の提供 

市の現状や取組状況などの行政情報について、

引き続き広報紙や市ホームページ、出前講座な

どでわかりやすく情報提供していきます。 

秘書課 

生涯学習課 

市政に関する意見交

換の場の充実 

まちづくり座談会などまちづくりに参加する機

会の周知を図り、市民と行政が意見交換するこ

とができる場を充実します。 

秘書課 

政策決定過程の公開 
審議会における審議結果など、政策決定過程を

市ホームページに公表します。 
総務課 

情報公開制度の活用

促進 

迅速かつ適正な情報公開を推進するとともに、

情報公開制度の目的や趣旨、方法などを周知し、

制度の有効活用を促進します。 

総務課 

財政情報の共有と透

明性の確保 

市ホームページや広報紙などに市の財政状況を

わかりやすく掲載し、市民との情報共有および

財政運営の透明性の確保を図ります。 

財政課 

情報提供するための

工夫 

市民が市政情報を積極的に取得することができ

るよう、情報提供の工夫に努めます。また、市

長への手紙やまちづくりご意見箱、メールなど

による問い合わせに対して情報の提供に努めま

す。 

 

秘書課 

 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

市ホームページ閲覧数 907,850 回／年  

会議結果を公開している審議会などの数 42 組織 45 組織 

 

 

5-1-2 市民と行政との協働によるまちづくりの推進 

本市がめざす協働の方向性を明らかにするとともに、行政課題の共有およびまちづく

りを担う人材や組織の育成を図りながら、多様な協働のかたちによるまちづくりを推進

します。 
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■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

市民協働の推進 

市民協働指針および条例に基づき、庁内体制の

強化を図り、地域の活性化や課題の解決へ向け

た市民提案型事業に対する助成制度などを創設

し、協働のまちづくりを推進します。 

企画課 

総務課 

環境生活課 

関係各課 

地域活動組織・リーダ

ーの育成 

地域活動を担うＮＰＯ法人や各種団体、活動を

牽引するリーダーの育成を図ります。 
環境生活課 

計画段階からの市民

参画の推進 

公募などによる市民参加やパブリックコメント

の実施などにより計画段階からの市民参画を推

進します。 

総務課 

市職員の地域活動へ

の参加促進 

市職員が地域住民の一人として積極的に地域活

動に参加し、地域ニーズの把握と協働に向けた

連携体制の強化を図ります。 

企画課 

総務課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

地域振興活動へ参加している市民の割合 1.4％ 5.0％ 

パブリックコメント実施回数・提出意見数 
5 回／年・ 

3 件／年 

5 回／年・ 

15 件／年 

 

 

5-1-3 議会の活性化  

開かれた議会活動の推進と議員活動の活性化を図るため、議会内容を広く市民に伝え、

積極的な情報提供に努めるとともに、議員の活動基盤の充実を図ります。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

開かれた議会の推進 

議会の内容を広く市民に伝えるため、議会だよ

りやインターネット中継などの情報発信を充実

させ、開かれた議会を推進します。 

議会事務局 

調査・研究活動に対す

る支援 

議員活動の充実を図るため、透明性を確保しな

がら、市政に関する調査・研究活動に対する支

援を行います。 

議会事務局 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

会議傍聴人数 101人／年 110人／年 
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施策 5-2 行財政運営の効率化・高度化 

 

施策の方向性 

人口減少社会の到来や少子高齢化の進行、市民ニーズの一層の多様化など、行政を取

り巻く社会経済環境の変化に伴い、行政課題がますます増加、多様化しています。 

このような中で新たな行政課題に対応し、将来にわたって持続可能な行財政運営を図

るため行財政改革に取り組み、真に必要な公共サービスを効果的かつ効率的に行う行財

政運営の構築を図ります。 

また、情報通信技術を最大限に活用した電子自治体を推進し、さまざまな分野での市

民サービス向上に取り組みます。 

さらに、「匝瑳市人口ビジョン」および「匝瑳市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に

基づき、地方創生に向けた取組みの集中的推進を図ります。 

 

施策推進の背景と課題 

本市ではこれまで、組織機構や事務事業の見直しなどに努めており、一定の成果をあげ

ているものの、将来的には財源が不足することが見込まれています。特に、平成 28 年度

以降、合併算定替が段階的に縮減され、平成 32 年度には終了することから地方交付税が

大幅に減少することが見込まれており、財政運営の効率化を図り、持続可能な財政基盤づ

くりを推進していかなければなりません。これまで試行してきた「行政評価」の確立とさ

らなる活用を図るとともに、職員の資質向上を図るための取組みの一層の推進により、効

率的かつ効果的な行財政運営を図っていく必要があります。 

また、市民意識調査の結果をみると、市の行財政改革の取組みの中で、「事務手続きを

簡略化・スピード化する」が最も重要視されています。 

 

  

 

■市の行財政改革の取組みで重要なこと 

（市財政課） 

18～27 28 29 30 31 32 33 （年度）

合算額保障期間 段階的縮減期間

合併算定替　対象期間

匝瑳市
本来の
交付額

旧八日
市場市
と旧野
栄町の
合算額

合併算定替による
増加額 増加額の

10％削減 増加額の
30％削減 増加額の

50％削減 増加額の
70％削減 増加額の

90％削減

約6.8億円
の減少

（平成 27 年 市民意識調査） 

46.9

37

31.6

30.8

30.7

20

17

3.1

9.6

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

事務手続きを簡略化・スピード化する

職員給与・定員の適正な管理を行う

市民との情報共有を推進する

事務事業を合理化する

職員の能力を向上させる

施策・事業の評価・点検を行う

自主財源を確保する

その他

無回答

■合併算定替による地方交付税の推移 

約 4．6 億円 
の減少 
（平成 27 年 
度ベース） 

旧八日市場
市と旧野栄
町の合算額 

匝瑳市本来の
交付額 
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施策の展開 

5-2-1 歳入確保対策の推進 

税をはじめとする自主財源の増加や市有財産の有効活用などに向けた取組みを推進

し、財政基盤の強化のための歳入確保に努めます。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

地域産業の振興によ

る税収増 

企業誘致条例のＰＲに努め、企業誘致や市内事

業者の業績向上などを支援し、税収の増加を図

ります。 

税務課 

産業振興課 

自主財源の確保 

税や使用料などの収納率の向上や受益者負担の

適正化、ふるさと納税の推進、有料広告収入な

どにより、財源の確保に努めます。 

財政課 

税務課 

企画課 

関係各課 

 

 

5-2-2 事務事業の合理化・効率化と経費節減 

行政評価システムを確立し、事務事業の見直しを推進するとともに、経費の節減を図

ります。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

財政健全化計画に基

づく財政運営の健全

化 

第３次行政改革大綱との調整を図りながら、財

政健全化計画の策定・推進による財政運営の健

全化および経費の節減を図ります。 

財政課 

事務事業見直しの推

進 

行政の役割や公平性の確保、効率的な実施など

について多角的な視点により評価しながら、事

務事業の見直しや整理・合理化を推進します。 

総務課 

企画課 

行政評価システムの

構築 

行政評価システムを構築し、ＰＤＣＡマネジメ

ントサイクルによって，施策の立案や事務の見

直しなど，行政運営の改善を図ります。 

企画課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

行政評価システムの構築 未構築 構築 
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5-2-3 効率的かつ柔軟な運営体制の構築 

市民ニーズや特定の行政課題に柔軟に対応できる運営体制を構築するとともに、民間

事業者を活用しながら、効率的かつ質の高いサービスの提供に努めます。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

組織機構の見直しと

適正配置 

市民ニーズや国の制度改革に柔軟に対応でき、

かつ効率的な行政運営に向け、組織機構の見直

しおよび職員の適正配置を図ります。 

総務課 

組織横断的なプロジ

ェクトチームの編成 

特定の行政課題に柔軟に対応できるよう、組織

横断的なプロジェクトチームの編成を推進しま

す。 

総務課 

指定管理者制度の活

用 

公共施設の運営において、指定管理者制度を活

用し、効率的かつ質の高い公共サービスの提供

に努めます。 

総務課 

民間委託などの推進 

公共サービスの向上や業務の効率化を図るた

め、民間委託などを効果的に推進するとともに、

包括的業務委託の導入を検討します。 

総務課 

 

 

5-2-4 職員の資質向上の推進 

職員研修の充実を図るとともに、能力を最大限発揮することのできる職場環境を整備

することにより、質の高い業務の遂行を図ります。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

職員研修の充実と自

己啓発の促進 

職員の政策形成能力および業務遂行能力の向上

を図るため、職員研修を充実させるとともに、自

己啓発に向けた自主的な取組みを促進します。 

総務課 

意欲と能力を引き出

す仕組みの構築 

職員の意欲と能力を引き出す仕組みとして、職

員提案制度などを推進します。 
総務課 

複線型人事管理の推

進 

人事異動などを通じて幅広い職務分野を担う人

材を育成するとともに、特定の職務分野に精通

した職員を計画的に育成する複線型の人事管理

を推進します。 

総務課 
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5-2-5 電子自治体の推進 

情報セキュリティの確保に十分留意しながら、情報通信技術を活用した電子自治体の

構築を推進することにより、業務の効率化および市民サービスの向上を図ります。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

業務システムの標準

化・共同化の推進 

自治体クラウドの導入、システムの標準化・共

同化を推進し、業務の効率化と運営経費の軽減、

情報の共有化を図ります。 

企画課 

情報セキュリティ対

策の強化 

情報セキュリティポリシーに基づき、情報管理

に対する知識の習得と意識向上を図ります。 
企画課 

ＩＣＴ部門の業務継

続計画の策定 

災害発生時などの応急業務の円滑な遂行を確保

するため、市民に対する適切かつ迅速な情報提

供を行うことを目的として、ＩＣＴ部門の業務

継続計画を策定します。 

企画課 

 

 

5-2-6 地方創生の推進 

人口減少の抑制に向け、本市独自の特徴を生かした自律的で持続的な社会をかたちづ

くるため、人口ビジョンなど長期的視点に基づき、充実した子育て環境や雇用環境など、

「選ばれるまち」として、魅力あふれる地域社会を築いていきます。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

匝瑳市総合戦略に基

づく施策の推進 

人口減少を克服するため、匝瑳市総合戦略に基

づき、地方創生に向けた取組みの推進を図りま

す。 

企画課 

関係各課 

人口減少対策および

定住の促進 

男女の出会いの場の提供や、新築または中古住

宅を取得した転入者に奨励金を交付するなど、

人口減少の抑制と定住の促進を図ります。 

企画課 
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施策 5-3 広域行政の推進 

 

施策の方向性 

日常生活圏の拡大や経済活動の広域化に伴うさまざまな行政需要や課題に対し、近隣

自治体および国・県と連携しながら、効率的な事務事業の執行に努めます。 

 

施策推進の背景と課題 

市民の日常生活圏が行政区域を越えて拡大し、また、行政需要の多様化・高度化により

市単独での解決が困難な課題が増えるなど、広域の連携による対応や課題解決の必要性が

高まってきています。 

今後も、広域的な行政課題に適切に対応するため、近隣自治体との連携を図り、効率的

な事務事業の実施に努めるとともに、国や県、共通課題を持つ他自治体などとの連携を強

化しながら、共同による調査研究および事業実施に取り組み、多様化・高度化した市民ニ

ーズに的確に対応していく必要があります。 

 

 

 

名  称 構成団体 内 容 

匝瑳市横芝光町消防組合 匝瑳市、横芝光町 消防 

匝瑳市ほか二町環境衛生組合 匝瑳市、多古町、横芝光町 火葬場、ごみ処理 

八匝水道企業団 匝瑳市、横芝光町 上水道 

東総衛生組合 匝瑳市、旭市、多古町、横芝光町 し尿収集処理 

九十九里地域水道企業団 匝瑳市、茂原市、東金市、山武市、

横芝光町、大網白里市、九十九里

町、一宮町、睦沢町、長生村、白

子町、長柄町、長南町 

水道用水供給 

東総地区広域市町村圏事務組合 匝瑳市、銚子市、旭市 職員共同採用試験、職員共

同研修、ごみ処理 

千葉県市町村総合事務組合 県下全市町村・一部事務組合・広

域連合 

公平委員会、常勤職員の退

職手当、交通災害共済、非

常勤職員の公務災害、職員

共同研修、自治研修センタ

ーの運営ほか 

千葉県後期高齢者医療広域連合 県下全市町村 後期高齢者医療保険 

 

 

■本市が加入している一部事務組合など 
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施策の展開 

5-3-1 近隣自治体との連携強化  

日常生活圏の拡大に対応するため、広域的行政課題への取組みを共同で行うとともに、

連携・協力による適切かつ効果的な事業の推進を図ります。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

広域的行政課題の共

有と連携推進 

広域的行政課題に対する情報共有を図りなが

ら、連携のとれた取組みの実施を推進します。 
関係各課 

構成自治体および事

務局との連携強化 

一部事務組合および広域連合の円滑な運営を図

るため、構成自治体および組織事務局との連携

を強化します。 

関係各課 

 

 

5-3-2 国・県との連携強化  

国・県との情報共有を強化しながら、高度な行政需要への対応に取り組みます。 

 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

国・県主体事業の推進 

高度なインフラ整備や広域的課題への対応にお

いて、国・県が主体となって実施する事業の推

進を図ります。 

企画課 

関係各課 

人事交流などの促進 

県との人事交流や職員の研修派遣により、職員

の政策形成能力や行政運営能力の向上を図りま

す。 

総務課 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

資 料 編 
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１ 匝瑳市の現状 

 

（１）位置・地勢 

本市は、千葉県北東部に位置し、東京都心から約 70ｋｍ圏内、千葉市から約 40ｋｍ、

成田国際空港からは約 20ｋｍの距離にあります。北は香取市と香取郡多古町、東は旭

市、西は山武郡横芝光町に接しています。東西が約 12.5ｋｍ、南北が約 15ｋｍで、総

面積は約 101.52ｋ㎡です。 

南部に美しい景観が続く九十九里海岸があり、市の主要部分は、平坦地で土地改良

により整地された広大な田園地帯となっています。北部は下総台地の緩やかな丘陵地

帯となっています。 

気候は、夏涼しく冬暖かい海洋性気候で、年平均気温は 15度、ほとんど降雪は見ら

れず、とても過ごしやすい土地柄です。 

 

 

 

 

 

■本市の位置・地勢 
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（２）人口・世帯 

①人 口 

住民基本台帳（各年 10月 1日現在）をもとに本市の人口の推移をみると、毎年減少

を続け、平成 18年から平成 26年の 8年間で約 2,900人減少しています。平成 23年以

降は 4万人を下回っています。 

年少人口（15 歳未満）の割合は徐々に減少を続け、生産年齢人口も毎年減少し続け

ています。特に、生産年齢人口は平成 18年と比較して 3,000人以上減少（12.2ポイン

ト、百分率で 3.6 ポイント減少）しています。一方、老年人口（65 歳以上）割合は増

加しており、1,000 人以上の増加（10.8 ポイント、百分率で 4.9 ポイント増加）とな

り、少子高齢化の進行が続いています。 

 

■人口の推移 

5,219 5,104 4,995 4,891 4,705 4,629 4,528 4,435 4,357

26,051 25,618 25,281 24,889 24,690 24,483 24,137 23,561 22,860

10,501 10,631 10,704 10,790 10,811 10,769 11,080 11,326 11,640

41,771 41,353 40,980 40,570 40,206 39,881 39,745 39,322 38,857

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

年少人口 生産年齢人口 老年人口

（人）

 
（住民基本台帳 各年10月1日現在） 

■年齢 3区分別構成比の推移 

12.5 12.3 12.2 12.1 11.7 11.6 11.4 11.3 11.2

62.4 61.9 61.7 61.3 61.4 61.4 60.7 59.9 58.8

25.1 25.7 26.1 26.6 26.9 27.0 27.9 28.8 30.0

0

10

20

30

40

50

60

70

平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

（％）

年少人口割合 生産年齢人口割合 老年人口割合  
（住民基本台帳 各年10月1日現在） 
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②世 帯 

世帯数（各年 10月 1日現在）は増加し続けています。平成 18年に 13,926世帯だっ

た世帯数は、平成 20 年には 14,000 世帯となり、平成 26 年には 14,441 世帯となって

います。平成 18年から 515世帯増加しています。人口減少と世帯数の増加から 1世帯

あたり人員は減少し続けており、平成 18 年には 3.00 人だった 1 世帯あたり人員は、

平成 26 年には 2.69 人（全国平均 2.49 人 国民生活基礎調査 平成 26 年 6 月 5 日現

在）まで減少しています。 

 

 

 

■世帯数・1世帯あたり人員の推移 

13,926 13,966 14,000 13,999 14,040
14,153

14,321
14,421 14,441

3.00 
2.96 2.93 2.90 2.86 

2.82 
2.78 

2.73 2.69 

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

3.2

13,200

13,400

13,600

13,800

14,000

14,200

14,400

14,600

14,800

15,000

平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

世帯数 1世帯当たり人員

（世帯） （人）

 

（住民基本台帳 各年10月1日現在） 
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③就業人口 

就業人口の推移を国勢調査の実績からみると、平成 7 年ころをピークに就労人口は

減少してきています。平成 7 年の 22,434 人から平成 22 年には 19,202 人まで減少し、

2万人を下回っています。 

産業別にみると、第１次産業就業者数および第２次産業就業者数は平成 7 年から約

2,000人減少しているのに対し、第３次産業は約 600人の減少にとどまり、相対的に第

３次産業の就業者割合が高まっています。 

 

■産業別就業人口の推移 

6,633 5,419 4,657 4,095 3,451 2,447

5,428
6,200 6,508

6,001
5,315

4,510

9,526 10,420 11,244
11,538

11,793

10,649

(49) (18) (25)
(11)

(103)

(1,596)

21,636 22,057 22,434
21,645

20,662
19,202

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

(人)

分類不能

第３次産業

第２次産業

第１次産業

 
（国勢調査） 

■産業別就業人口の推移（構成比） 

30.7
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（国勢調査） 
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（３）土地利用 

平成 26年では、土地利用の構成は、田 34.5％、畑 21.2％、宅地 10.4％、山林 9.9％

となっています。県や県内市部と比べて田や畑の割合が高く、宅地や山林の割合が低

くなっています。 

平成 21年と比較して、ほとんど変化はなく、土地利用は固定化しつつあります。 

 

 

■土地利用の状況（平成 26年） 

田, 34.5 

畑, 21.2 
宅地, 
10.4 池沼, 0.0 

山林, 9.9 

原野, 1.1 

雑種地, 2.7 
その他, 20.1 

 

    単位：ha、％ 

  田 畑 宅地 池沼 山林 原野 雑種地 その他 

面  積 （平成 26年） 3,513.8 2,160.4 1,062.0 4.5 1,003.0 108.8 278.6 2,046.8 

構成比 （平成 26年） 34.5 21.2 10.4 0.0 9.9 1.1 2.7 20.1 

構成比 （平成 21年） 34.7 21.3 10.4 0.0 9.8 1.1 2.6 20.1 

構成比 （平成 26年・県） 16.6 12.1 15.3 0.2 20.0 2.6 7.2 26.0 

構成比 （平成 26年・県市部） 15.7 12.2 16.4 0.2 19.6 2.4 7.3 26.3 

（統計そうさ、千葉県統計年鑑） 
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（４）財政状況 

①歳入・歳出 

平成 26 年度の一般会計の歳入は、地方税や使用料などの自主財源の割合が 33.9％、

地方交付税や国・県支出金、地方債などの依存財源が 66.1％となっており、自主財源

の割合は低い状況が続いています。 

また、歳出では、人件費や扶助費、公債費などの義務的経費が 42.2％、投資的経費

が 22.6％、その他経費が 35.2％となっています。 
 

■歳入・歳出の構成（平成 26年度決算）                 単位：百万円 

自主財源
5,579

（33.9％）

依存財源
10,867

（66.1％）
歳入内訳

 

義務的経費
6,637

（42.2％）

投資的経費
3,560

（22.6％）

その他の経費
5,538

（35.2％）
歳出内訳

 

39.3 39.8 39.9 34.0 31.9 35.1 34.7 30.9 33.9

60.7 60.2 60.1 66.0 68.1 64.9 65.3 69.1 66.1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

自主財源 依存財源  
     （市財政課） 

②財政指標 

財政の状況を示す財政指標をみると、行財政改革の取組みなどにより、経常収支比

率や実質公債費比率が年々減少しています。財政の強さを示す「財政力指数」は平成

23年度以降 0.5を下回って推移し、地方債現在高は平成 20年度以降、再び増加してき

ています。 
 

■財政指標の推移 

  単位 
平成 

18年度 

平成 

19年度 

平成 

20年度 

平成 

21年度 

平成 

22年度 

平成 

23年度 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

経常収支比率 ％ 94.9 94.9 93.5 88.4 82.0 86.7 87.0 86.0 87.0 

実質公債費比率 ％ 16.5 16.0 15.4 13.9 11.4 9.5 8.5 7.6 6.2 

財政力指数 － 0.51 0.54 0.55 0.54 0.51 0.49 0.48 0.48 0.49 

地方債現在高 百万円 13,487 12,971 12,314 12,726 13,271 13,476 13,915 15,130 16,454 

     （市財政課） 
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２ 計画策定について 

 

（１）計画の策定経過 

期  日 内  容 

平成２７年 

  ４月２０日 

 

５月 １日 

 

 

  ５月２７日 

 

 

  ６月２５日 

  ７月 １日 

 

     ３日 

 

 

     ７日 

 

   

 １４日 

 

    １５日 

 

    １６日 

 

 

    ２９日 

 

    ３０日 

 

  ７月３１日 

 

８月 ８日 

 

 

中期基本計画達成状況調査実施 

（対象：各施策業務担当課） 報告書作成 

第１回匝瑳市総合計画策定委員会開催 

匝瑳市総合計画後期基本計画策定方針決定 

匝瑳市総合計画後期基本計画策定スケジュール決定 

市民意識調査実施 

（対象：１６歳以上の市民２千人 期間：６月８日まで） 

回答数：６４６件 回答率：３２．３％ 報告書作成 

第１回瑳市総合計画策定委員会合同専門部会（全５部会）開催 

第２回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会 

（教育・交流部会）開催 

第２回匝瑳市総合計画策定委員会開催 

市民意識調査結果報告（速報） 

団体懇談会の開催決定 

第２回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会 

（健康・福祉・医療部会、産業・経済部会、生活環境・都市建設部会、

住民協働・行財政部会）開催 

第３回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会 

（産業・経済部会）開催 

第３回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会 

（住民協働・行財政部会）開催 

第３回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会 

（健康・福祉・医療部会、生活環境・都市建設部会、教育・交流部会）

開催 

第４回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会 

（産業・経済部会、住民協働・行財政部会）開催 

第４回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会 

（生活環境・都市建設部会）開催 

第４回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会 

（健康・福祉・医療部会、教育・交流部会）開催 

団体懇談会開催 

（対象：市内各種６２団体） 報告書作成 
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期  日 内  容 

  ８月２８日 

 

  ９月 ４日 

２８日 

   

１０月 ５日 

 

１１月１２日 

 

２０日 

平成２８年 

  １月２２日 

 ３月２２日 

第３回匝瑳市総合計画策定委員会開催 

匝瑳市総合計画後期基本計画（素案） 

市議会全員協議会での意見聴取 

第４回匝瑳市総合計画策定委員会開催 

匝瑳市総合計画後期基本計画（パブリックコメント案） 

パブリックコメント実施 

（期間：１１月４日まで） 

第５回匝瑳市総合計画策定委員会開催 

匝瑳市総合計画後期基本計画（案） 

市議会全員協議会での意見聴取 

 

匝瑳市総合開発審議会開催 

市議会で匝瑳市総合計画後期基本計画を議決 
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（２）諮問・答申 

①諮問 

匝 企 第 ４ ４ ９ 号  

平成２８年１月２２日  

 

 匝瑳市総合開発審議会会長  様 

 

匝瑳市長 太田 安規       

 

 

   匝瑳市総合計画後期基本計画（案）について（諮問） 

 このことについて、匝瑳市総合開発審議会条例（平成１８年匝瑳市条例第２４号）第２

条の規定により諮問します。 

 

②答申 

平成２８年１月２６日  

 

 匝瑳市長 太田 安規  様 

 

匝瑳市総合開発審議会  

会長 那須 章典    

 

 

   匝瑳市総合計画後期基本計画（案）について（答申） 

 平成２８年１月２２日付け匝企第４４９号で諮問のありましたこのことについて、下記

のとおり答申します。 

記 

 本件については、平成１９年６月に策定された基本構想を受け、施策の具現化に必要な

施策･事業を総合的・体系的に明らかにしたもので、本市における総合的かつ計画的な行政

の運営を図る基本計画にふさわしいものと評価いたします。 

 よって、「匝瑳市総合計画後期基本計画（案）」については、基本計画の案として承認し

ます。 

 なお、今後の実施計画の策定や各事業の実施に当たっては、本審議会の意見を十分検討

されるよう申し添えます。 
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（３）匝瑳市総合開発審議会委員名簿 

  役  職 氏   名 備     考 

１ 会長 那須
な す

 章典
あきのり

 匝瑳市社会福祉協議会会長 

２ 職務代理者 椎名
しいな

 嘉寬
よしひろ

 匝瑳市区長会会長 

３ 委員 加瀬
か せ

 功一
こういち

 匝瑳市ボランティア連絡協議会会長 

４ 委員 江波戸
え ば と

 久元
ひさもと

 匝瑳医師会会長 

５ 委員 安藤
あんどう

 建子
たけこ

 匝瑳市保健推進員会会長 

６ 委員 林
はやし

  幸子
さちこ

 ＮＰＯ法人ＷＩＴＨ（ウィズ）理事長 

７ 委員 鶴野
つるの

 航三
こうぞう

 匝瑳市商工会会長 

８ 委員 岩井
いわい

  清
きよし

 匝瑳市観光協会会長 

９ 委員 佐瀬
さ せ

 義
よし

紀
のり

 匝瑳市農業振興会会長 

10 委員 八角
はっかく

 勝
かつ

義
よし

 ちばみどり農業協同組合常務理事 

11 委員 鈴木
すずき

  弘
ひろし

 
（公社）匝瑳市シルバー人材センター 

会長 

12 委員 宇賀神
う が じ ん

 脩
おさむ

 匝瑳市防犯協会会長 

13 委員 平野
ひらの

 正憲
まさのり

 八日市場ロータリークラブ会長 

14 委員 林
はやし

  眞示
しんじ

 八日市場ライオンズクラブ会長 

15 委員 鈴木
すずき

 健司
けんじ

 （一社）八日市場青年会議所専務理事 

任期：２年（平成２７年１２月２８日から平成２９年１２月２７日まで） 
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３ 用語の解説 

 

あ 行 

 

ＩＣＴ（あい・しー・てぃー） 

Information and Communication Technology の略で、情報通信技術のことをいう。コ

ンピューターや携帯端末によるインターネットなどの情報通信基盤を通じて、時間や場

所に関係なく、情報を伝達、共有できる環境や技術のこと。 

 

アイドリングストップ 

自動車、オートバイなどにおいて、停車中にエンジンを停止することで燃料消費・排

ガス出力を抑えることを意味する和製英語。 

 

アウトリーチ 

英語で「手を伸ばすこと」を意味する。福祉などの分野において積極的に地域に出向

いていくことや公共機関の現場出張サービスなどの意味で使われることが多い。 

 

ＡＥＤ（えー・いー・でぃー） 

自動体外式除細動器（Automated External Defibrillator）。心臓がけいれんし正常に

働かなくなった際に電気ショックを与え、心臓の働きを戻すことを試みる医療機器。平

成 16年 7月から医療従事者ではない一般市民でも使用できるようになり、空港、駅、公

共施設などが多く集まるところを中心に設置されてきている。 

 

ＮＰＯ（えぬ・ぴー・おー） 

NonProfit Organization の略で、ボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営利

を目的としない団体の総称。このうち「ＮＰＯ法人」とは、特定非営利活動促進法（Ｎ

ＰＯ法）に基づき法人格を取得した「特定非営利活動法人」のこと。 

 

 

か 行 

 

合併算定替 

合併したことにより普通交付税が直ちに減少することは、市町村合併の阻害要因とな

ることからとられた普通交付税算定の特例措置。 

合併年度およびそれに続く 10年間は、旧市町村が存続したものとみなして普通交付税

を算定し、以後 5年間は激変緩和措置として段階的に縮減する制度のこと。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%90%E3%82%A4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%87%83%E6%96%99
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8E%92%E6%B0%97%E3%82%AC%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8E%92%E6%B0%97%E3%82%AC%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E8%A3%BD%E8%8B%B1%E8%AA%9E
http://wkp.fresheye.com/wikipedia/%E7%A6%8F%E7%A5%89
http://wkp.fresheye.com/wikipedia/%E5%85%AC%E5%85%B1%E6%A9%9F%E9%96%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%A9%9F%E5%99%A8
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キャリア教育 

子どもたちが、将来、社会人・職業人として自立していくことができるよう、職業観、

勤労観や職業に関する知識、技能を身につけるとともに、主体的に自己の進路を選択・

決定できる能力を養う教育のこと。 

 

行政評価システム 

行政が実施している政策、施策や事務事業について点検・評価し、その結果を生かす

ことによって、より効果的かつ効率的な行財政運営を行っていくための手法。 

 

グリーン・ツーリズム 

農山漁村地域において自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動のこと。

滞在期間は、日帰りの場合から長期的または定期的・反復的な場合などさまざま。 

 

ケアマネジメント 

介護の必要な障害者、高齢者に適切な介護計画を立て、それに従って十分なサービス

を提供すること。 

 

 

さ 行 

 

資源循環型社会 

生産、流通、消費、廃棄などの社会経済活動の全段階を通じて、廃棄物の発生および

排出を可能な限り抑制することにより、天然資源の消費が抑制され、環境に与える負荷

が低減される社会のこと。 

 

情報モラル 

情報社会において適正な活動を行うための基となる考え方と態度。具体的には、イン

ターネットなどを利用する際のルールやマナー、危険回避、個人情報やプライバシー、

人権侵害や著作権に対する対応など。 

 

３Ｒ（すりー・あーる）運動 

３Ｒは、Reduce（リデュース）＝廃棄物の発生抑制、Reuse（リユース）＝再使用、

Recycle（リサイクル）＝再資源化の 3 つの英語の頭文字を表している。このほか、Refuse

（リフューズ）＝ごみとなるものを買わない、を追加した４Ｒ運動などを展開している

場合もある。 

 

http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%81%B7%E6%A5%AD%E8%A6%B3&action=edit
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%8B%A4%E5%8A%B4%E8%A6%B3&action=edit
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生活支援コーディネーター 

生活支援サービスの充実および高齢者の社会参加に向けて、ボランティアなどの生活

支援・介護予防の担い手の養成・発掘など地域資源の開発や地域のニーズと地域支援の

マッチングなどを行う人のこと。 

 

成年後見制度 

判断力が衰えたり、認知症高齢者、知的障害者など自分自身の権利を守ることが十分

でない人の財産管理や身上監護を支援する制度のこと。平成 11 年民法改正で導入され、

平成 12年 4月施行。 

 

積極的改善措置（ポジティブ・アクション） 

さまざまな分野において、活動する機会の男女間の格差を是正するため、必要な範囲

内で、男女いずれか一方に対し、その機会を積極的に提供していくこと。 

 

セルフケア 

自分で自分の健康を管理すること。 

 

総合型地域スポーツクラブ 

文部科学省(旧:文部省)が平成 7 年度から推進している地域スポーツクラブの育成モデ

ル事業で、地域住民が主体的、自主的に運営し、誰もがいつでも気軽に楽しむことので

きるスポーツクラブのこと。 

 

 

た 行 

 

地産地消 

地域で生産された農産物や水産物をその地域で消費すること。 

 

電子自治体 

地方自治体がＩＴ（情報技術）を活用して、市民の利便性・満足度の向上、行政運営

の効率化などを実現するための取組みをいう。これにより、市民はさまざまな申請を家

庭にいながらにして行うことができ、また地方自治体においては、情報の電子化により

効率的な業務の遂行が可能になる。 

 

 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%B2%E7%94%A3%E7%89%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E7%94%A3%E7%89%A9
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特別支援教育 

障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向け、一人ひとりの教育的ニーズを把握

しながら、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善、克服するための適切な指

導および必要な支援を行うもの。平成 19年 4月から学校教育法に位置づけられた。 

 

トレーサビリティ 

物品の流通経路を生産段階から最終消費段階あるいは廃棄段階まで追跡を可能にする

ための仕組みのこと。 

 

 

な 行 

 

認知症地域支援推進員 

認知症の人ができる限り住み慣れた良い環境で暮らし続けることができるよう、地域

の実情に応じて医療機関、介護サービス事業所や地域の支援機関をつなぐ連携支援や、

認知症の人やその家族を支援する相談業務などを行う人のこと。 

 

 

は 行 

 

ハザードマップ 

自然災害を予測し、その発生地点、被害の拡大範囲および被害程度、さらには避難経

路、避難場所などの情報を地図上に示したもの。 

 

パブリックコメント 

意見公募手続。行政機関が法規や計画などを定めるときに、一定の期間を定め、その

間に広く市民に意見を求める手続きのこと。 

 

バリアフリー 

障害者や高齢者などが社会生活に参加する上で生活の支障となる物理的・精神的な障

壁（バリア）を取り除くための施策、または具体的に障害を取り除いた状態をいう。 

 

ＰＤＣＡサイクル 

計画の立案から評価に至るまでの過程として、ＰＬＡＮ（立案・計画）、ＤＯ（実施）、

ＣＨＥＣＫ（検証・評価）、ＡＣＴＩＯＮ（改善）のサイクルを表したもので、事業を実

施した結果を成果の視点で評価し、次の改善に結びつけようとする考え方。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%81%E9%80%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%BD%E8%B7%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%84%B6%E7%81%BD%E5%AE%B3
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フィルムコミッション 

映画、テレビドラマ、ＣＭなどのロケーション撮影を誘致し、スムーズに進めるため

支援を行う非営利公的機関。 

 

ブルー・ツーリズム 

漁村に滞在して漁業体験やその地域の自然や文化にふれ、地元の人々との交流を楽し

む余暇活動のこと。 

 

 

ま 行 

 

メタボリックシンドローム 

内臓脂肪症候群。内臓に脂肪が蓄積した肥満（内臓脂肪型肥満）に加え、高血糖、高

血圧、脂質異常のうちいずれかを併せ持った状態をいう。 

 

マッチング 

種類の異なったものを組み合わせること。 

 

 

や 行 

 

ユニバーサルデザイン 

障害者や高齢者だけでなく、すべての人にとって使いやすい形状や機能が配慮された

造形、設計、または利用しやすい施設・建物づくりをすることをいう。 

 

 

ら 行 

 

ローリング方式 

計画において、変化する経済・社会情勢に弾力的に対応し、計画と現実が大きくずれ

ることを防ぐため、毎年度修正や補完などを行うこと 
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わ 行 

 

ワーク・ライフ・バランス 

仕事と生活の調和がとれた状態。 
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平成28年3月

匝　瑳　市

市の花/チューリップ 市の木/イヌマキ 市の鳥/ウグイス

平成21年4月1日  制定

匝瑳市市民憲章
豊かな自然と文化にめぐまれた匝瑳市の発展と市民の幸せを願い、市民憲章をさだめます。

1  笑顔とあいさつの輪が広がるまち、匝瑳

1  美しい自然を大切にするまち、匝瑳

1  奉仕の心と思いやりのあるまち、匝瑳

1  教養と文化を高め、伝統を守るまち、匝瑳

1  元気で働き、活気に満ちたまち、匝瑳
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